
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
第２次 太子町人権行政基本方針 
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すべての住民がお互いの人権を尊重し合い、 

多様な人々が共生する和のまち“たいし” 
 

本町では、平成 16年に人権行政基本方針を策定し、

すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざし

て、平成 17 年策定の人権行政推進プランに基づき、

人権尊重のまちづくりを進めてまいりました。その間、

社会情勢は変化し続け、生命・身体の安全に関わる人

権問題や不当な差別などの人権侵害が今なお発生し

ています。 

新しい令和の時代が幕を開け、未来に向けて社会全

体で人権問題に取り組もうとする機運がかつてなく

高まるなか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴い、「コロナ差別」、「コロナいじめ」などと呼ばれる新たな人権問題が発生しました。

また、インターネット上で他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害す

るような悪質な事案も社会問題となっています。こうした様々な人権問題の解決に向け

て、引き続き、人権尊重思想の普及高揚に努めていかなければなりません。 

そのような中、これまでの計画を見直し、人権に関する施策の総合的かつ計画的な取

組を推進するため、新たに「第２次太子町人権行政基本方針及び推進プラン」を策定し

ました。人権の基盤は幸福追求にあり、住民生活のあらゆる分野で人権尊重の視点をも

ち、一人ひとりの生命と尊厳が大切にされる人権行政を進めてまいります。 

策定にあたって、太子町人権尊重のまちづくり審議会では、すべての人が個人として

尊重され、誰も排除されることなく、ありのままに受け入れられる「和」のまちづくり

を基本理念に、住民一人ひとりが権利の主体として行動し、様々な人々が共生するまち

“たいし”をめざしていくこととしました。 

 本計画の推進にあたっては、庁内推進体制の充実はもとより、引き続き住民の皆様、

関係機関・団体、企業、地域と連携しながら取り組んでまいりますので、ご理解とご協

力をお願いいたします。 

 最後に、この計画策定にご尽力賜りました太子町人権尊重のまちづくり審議会の委員

の皆様をはじめ、住民意識調査及びパブリック・コメントを通じてご協力をいただきま

した多くの住民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

  太子町長 田中 祐二 
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人権行政基本方針 

第１章 計画の策定にあたって 

 

1. 計画策定の趣旨 

 

人権をめぐる状況は、平成２８年に施行された「部落差別解消推進法」「ヘイトスピーチ解消法」

「障害者差別解消法」で国及び地方公共団体の責務が示され、また、性的マイノリティの人権や

インターネット上の人権侵害など、様々な分野で取り組むべき課題は増え続けるとともに、多様

化・複合化しています。 

こうした様々な人権の課題に住民一人ひとりが気づき、考えて行動する人権尊重のまちづく

りが求められています。また、行政においては、人権問題が当事者や直接的な関わりのある機

関・部署にとどまらず、組織全体の問題、職員一人ひとりの課題として認識することが求められ

ています。 

第２次太子町人権行政基本方針及び推進プランは、平成１６年３月策定の人権行政基本方針、

平成１７年３月策定の人権行政推進プランを見直し、太子町人権尊重のまちづくり条例を踏まえ、

第５次太子町総合計画や各種個別方針・計画との整合性を図り、人権に関する施策の総合的

かつ計画的な取組を推進するために策定します。 
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2. 計画策定の背景 

 

（1）世界・日本の動き 

 人権の尊重が平和の基盤であるということが、世界の共通認識となっており、国際社会全体で

人権問題に取り組もうとする機運が高まっています。 
世界の動き  日本の動き 

  1947(S22)年 「日本国憲法」施行 

「世界人権宣言」採択 1948(Ｓ23)年  

「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条
約」発効 

1969(S44)年 
「同和対策事業特別措置法」施行 

➔1982(S57)年失効 

「国際人権規約」発効 1976(S51)年  

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約」発効 

1981(S56)年  

 
1982(S57)年 「地域改善対策特別措置法」施行 

➔1987(S62)年失効 

 
1987(S62)年 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律」施行 
➔2002(H14)年失効 

「児童の権利に関する条約」発効 1990(H2)年  

 1999(H11)年 「男女共同参画社会基本法」施行 

国連特別総会「女性 2000年会議」開催 
MDGs(ミレニアム開発目標)設定 

2000(H12)年 
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
施行 

 2002(H14)年 「人権教育・啓発に関する基本計画」策定 

 2004(H16)年 
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関す
る法律」施行 

「人権教育のための世界計画」 2005(H17)年 「犯罪被害者等基本法」施行 

「国際連合人権理事会」設立 2006（H18）年 「自殺対策基本法」施行 

「障がい者の権利に関する条約」発効 2008(H20)年 
「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律」施行 

 2009（H21）年 
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施
行 

「ジェンダー平等と女性のエンパワメントのための国
連機関」設置 
「人権教育及び研修に関する国連宣言」採択 

2011(H23)年 
「人権教育・啓発に関する基本計画」改定 
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行 

 2012（H24）年 
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律」施行 

 2014（H26）年 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行 

国連「SDGs(持続可能な開発目標)」採択 
「人権教育のための世界計画」取組の強化 

2015(H27)年 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」施行 
「生活困窮者自立支援法」施行 

 2016(H28)年 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律」施行 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解
消に向けた取組の推進に関する法律」施行 

「部落差別の解消の推進に関する法律」施行 
「児童福祉法等の一部を改正する法律」公布(順
次施行) 

 ２０１７(Ｈ29)年 
「義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会確保等に関する法律」施行 

G20大阪首脳宣言 2019(R元)年 

地域共生社会を提唱(厚生労働省) 
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す
るための施策の推進に関する法律」施行 
「日本語教育の推進に関する法律」施行 

国連「北京+25」記念会合(第 64 回国連女性の地
位委員会) 

2020(R2)年 

「児童虐待防止法」改正 
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律（パ
ワーハラスメント防止法）」施行 
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（２）大阪府の動き 

① 大阪府人権教育推進計画 (平成２７年３月改訂) 

「大阪府人権施策推進基本方針」に基づいて、平成１７年に策定した「大阪府人権教育推

進計画」が平成２７年に改訂されました。 

② 差別のない社会づくりのためのガイドライン (平成２７年策定) 

すべての人の人権が尊重される社会をめざして、「差別の未然防止」「個別事案の適切な

解決」を目的とした「差別のない社会づくりのためのガイドライン」が策定されました。 

③ 大阪府人権尊重の社会づくり条例 (令和元年改正) 

人権尊重の社会づくりをめざして「大阪府の責務」「府民の責務」「事業者の責務」が明記

されました。 

④ 大阪府性の多様性理解増進条例 (令和元年施行) 

性的指向及び性自認の多様性が尊重され、すべての人が自分らしく生きることができる

社会の実現をめざして「大阪府の責務」「府民の責務」「事業者の責務」が明記されまし

た。 

⑤ 大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例 (令

和元年施行) 

ヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いの違いを認めあい、尊重しあう共生社会づ

くりをめざして「大阪府の責務」が明記され、「府民と事業者」には努力義務が設けられま

した。 

 

（３）太子町の動き 

① 人権行政基本方針 （平成１６年３月策定、平成１９年３月改訂) 

平成１４年１月施行の「太子町人権尊重のまちづくり条例」が定める「町の責務」を明確に

し、「第 4 次太子町総合計画」を基に全庁的な人権の取組を進めるための指針として策

定しました。 

② 人権行政推進プラン （平成１７年３月策定） 

人権行政を推進するにあたり、新たな時代を見据え、総合的かつ計画的に人権意識の高

揚を図るための施策を積極的に推進するとともに、社会的課題を有する住民の自立や社

会参加を促進する、人権救済・保護のための施策を充実・発展していくことを目的とし、

平成１５年策定の「太子町人権・教育啓発プラン」を包括して策定しました。 

③ 第５次太子町総合計画 (平成２８年３月策定) 

中長期的な視点に立ち、住民一人ひとりが誇りを持って、私たちのまち・太子町を次代に

継承していくために策定しました。 

④ 太子町いのち支える自殺対策計画 (平成３１年３月策定) 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざして、「生きることの包括的な支援」

として全庁的な自殺対策を推進するために策定しました。 

⑤ 第２次太子町男女共同参画推進計画 (令和２年３月策定) 

少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化など、大きく変化する社会や家庭の状況を

踏まえ、新たに策定しました。 
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3. 計画の位置づけ 

 

第２次太子町人権行政基本方針及び推進プランは、太子町人権尊重のまちづくり条例の町

の責務及び町民の役割を明確にするとともに、「人と自然と歴史が交流し未来へつなぐ和のまち

“たいし”」の実現をめざす第5次太子町総合計画を上位計画とし、その他の個別計画・方針の

内容とも整合性を図ります。 
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4. 計画の構成 

 

第２次太子町人権行政基本方針及び推進プランは、現行の「人権行政基本方針」と「人権行

政推進プラン」を統合し、基本理念及び基本方針で施策の方向性を示した上で、より具体的な

行動計画を明記し、これらを一体化させた構成とします。 

 

5. 計画の期間 

 

⚫ 人権行政基本方針 

計画期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年間とします。 

 

⚫ 人権行政推進プラン 

計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

また、令和７年度中に見直しを行います。 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

 

  

 

 

6. 確認事項 

 

計画の策定にあたっては、持続可能な開発目標として、将来にわたり本町が希望を持ち続け

ることができるまちづくりを進めていく必要があることから、SDGｓの理念に基づいた実効性あ

る施策を行います。 

 

  

人 権 行 政 基 本 方 針 

人権行政推進プラン 人権行政推進プラン 

見直し 
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第２章 太子町の現状と課題 

 

１． 太子町の状況 

 

(1) 人口の推移 

本町の人口は令和２年３月末現在１３，２７６人(出典：住民基本台帳)です。人口は減少傾向

にあり、今後、少子高齢化の傾向が強まっていくと予測されています。将来推計を見ると、１０年

後の２０３０年の高齢化率は 31.9％に達すると予測されています。 

 

(2) 人口動態 

本町の人口は平成１8年を境に減少に転じています。人口動態は転出入による社会増減の影

響が大きく、平成６年をピークに増加幅が縮小しはじめ、平成１８年を境に減少に転じました。平

成初期の頃は人口の流動性が高かったのが、現在は滞留しています。 
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(3) 世帯の状況 

本町の人口は平成１８年を境に減少に転じていますが、世帯数は増加の傾向にあります。な

かでも高齢者のいる世帯の増加が大きく、平成７年から平成２７年までの２０年間に倍増しまし

た。特に、高齢者単独世帯は大きく増加しており、２０年間で５倍になっています。 

  平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

一般世帯数 4,014 4,593 4,833 4,873 5,056 

単独世帯数 737 789 875 894 1,077 

一般世帯数に占める割合 18.4% 17.2% 18.1% 18.3% 21.3% 

高齢者のいる世帯数 1,120 1,352 1,602 1,930 2,243 

一般世帯数に占める割合 27.9% 29.4% 33.1% 39.6% 44.4% 

高齢者単独世帯数 107 166 242 350 519 

単独世帯に占める割合 14.5% 21.0% 27.7% 39.1% 48.2% 

高齢者のいる世帯に占める割合 9.6% 12.3% 15.1% 18.1% 23.1% 

※ 出典:国勢調査 

 

ひとり親世帯は増加の傾向にあり、平成７年から平成２７年までの２０年間に倍増しています。 

  平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

母子世帯 61 75 90 107 119 

父子世帯 6 6 11 11 13 

※ 出典:国勢調査 

 

(4) 障害者手帳所持者 

令和２年３月末現在の障害者手帳所持者数は次のとおりです。 

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 計 

514人 148人 90人 752人 

※ 庁内調べ 

 

(5) 外国人人口  

本町の在留外国人は令和２年９月末現在、１２２人で増加傾向にあります。 
 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 

在留外国人数 83人 90人 93人 106人 122人 

※ 出典: 住民基本台帳 
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２． 住民意識調査 

 

これまでの人権施策の成果や課題を把握し、今後のより効果的な人権啓発活動のあり方を検

討する資料とするため、「人権に関する住民意識調査」を実施しました。 

 

調査対象 太子町在住の 16歳以上の住民 1,000人（住民基本台帳より無作為抽出） 

調査期間 令和２年５月 29日から６月 12日 

回収状況 有効回収数 410件(有効回収率： ４１．０％) 

 

(1) 人権意識と人権学習について 

⚫ 人権意識について、３人に１人は非常に大切なことだと認識していますが、「大切なことだと

は思うが、普段はあまり意識していない」人が大半となっています。 

 

⚫ 人権学習の経験がある人は７９.０％で、その学習の場は、「中学校」（62.3％）、次いで「小

学校」（48.1％）、「高等学校」（４７.２％）と、義務教育期に学習した割合が高くなっています。 

⚫ 人権意識と学習の関係性をみると、人権学習経験者ほど人権意識が高い傾向にあります。 

 

36.1%

53.2%

6.3%

0.2%

2.0%

0.2%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

非常に大切なことだと認識している

大切なことだとは思うが、普段はあまり意識していない

ほとんど意識したことがない

自分には関係がないと思っている

｢人権｣という言葉を聞くとやっかいなものと感じる

その他

無回答

人権についての意識(N=410)

36.1%

38.9%

26.0%

53.2%

51.9%

59.7%

6.3%

5.9%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

人権学習の経験・有

人権学習の経験・無

人権学習経験と人権意識の関係性

非常に大切なことだと認識している 大切なことだとは思うが、普段はあまり意識していない

ほとんど意識したことがない 自分には関係がないと思っている

｢人権｣という言葉を聞くとやっかいなものと感じる その他

無回答
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（２） 人権課題の認知状況とそれを知ったきっかけ 

① 人権課題の認知状況 

⚫ 「子どもの人権」が９０.７%と最も多く、次いで「女性の人権」（９０.０％）、「障がいのある

人の人権」「同和問題（部落差別）」（いずれも 86.8％）、「高齢者の人権」（７４.9％）、「外

国人の人権」（７０.7％）、「ヘイトスピーチについて」（65.9％）の順になっています。 

 

 

② 人権課題を知ったきっかけ 

⚫ 人権課題を知ったきっかけは、同和問題（部落差別）を除き、共通して「新聞・テレビ・ラジ

オ」のマスメディアの割合が圧倒的に高くなっています。同和問題（部落差別）は「学校教

育」(５４．８％)とともに、地域社会、家族・親戚、友人・知人など「地縁」、「血縁」などの割

合が高くなっています。 

 

  

90.0%

90.7%

74.9%

86.8%

86.8%

70.7%

65.9%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性の人権(セクハラ、ＤＶなど)

子どもの人権(いじめ、体罰、性被害などを含む虐待)

高齢者の人権

障がいのある人の人権

同和問題(部落差別)

外国人の人権

ヘイトスピーチについて

無回答

人権課題の認知状況(N=410 複数回答)
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（３） 人権侵害の認知状況 

⚫ 「パワーハラスメント」の割合が最も高く、「自殺や自死遺族に対する偏見や差別」が最も

低くなっています。 

  

 

（４） 現在の社会の認識 

「人権尊重が叫ばれる一方で、権利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人が増えてき

た」と思う人が 70.7％を占めています。 

「努力しない人を社会が面倒を見るのはおかしい」と思う人は 53.４％です。 

「貧困はその人の責任だから、救う必要はない」と思わない人は 55.1％で、「どちらともい

えない」と考える人が 33.7％を占めています。 

 

 

73.7%

70.5%

69.5%

79.5%

79.8%

61.0%

88.3%

72.2%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ハンセン病回復者への人権侵害

刑を終えて出所した人への人権侵害

犯罪被害者等への人権侵害

インターネット上の人権侵害

性的マイノリティへの人権侵害

自殺や自死遺族に対する偏見や差別

パワーハラスメントについて

引きこもりに対する偏見や差別

無回答

人権侵害の認知状況 (N=410 複数回答)

70.7%

53.4%

8.3%

3.7%

15.4%

55.1%

22.0%

27.8%

33.7%

3.6%

3.4%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人権尊重が叫ばれる一方で、権利のみを主張して、他人の迷惑

を考えない人が増えてきた

努力しない人を社会が面倒を見るのはおかしい

貧困はその人の責任だから、救う必要はない

現在の社会の認識（N=410)

思う 思わない どちらともいえない 無回答
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（５） 「人権が尊重されているまち」であるかどうかの評価 

⚫ 「高齢者」、「子育て家庭」、「子ども」に関わる評価については「思う」の割合が他に比べて相

対的に高くなっています。その一方で、「外国人」「犯罪被害者やその家族」「ＬＧＢＴＱ」など

については「どちらとも言えない」の割合が高くなっています。 

 

 

  

33.2%

26.8%

41.5%

58.5%

60.2%

45.6%

22.0%

23.7%

17.1%

13.2%

13.7%

14.6%

8.0%

12.9%

9.8%

10.7%

11.2%

19.3%

14.1%

16.8%

17.6%

17.8%

42.2%

51.5%

35.1%

23.2%

22.4%

34.6%

45.6%

49.0%

52.2%

55.1%

53.9%

10.0%

13.7%

10.5%

8.5%

6.6%

8.5%

13.2%

13.2%

13.9%

14.1%

14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性と女性がともに、仕事や家事、地域での活動に参加し、

その個性と能力を十分に発揮できるまちである

配偶者･パートナーなどからの暴力(ＤＶ)の相談が

受けられ、安心して暮らせるまちである

子どもが各々の個性を発揮し、夢や目標に

向かって、いきいきと暮らせるまちである

子育て家庭が安心して子どもを産み育てられるまちである

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちである

高齢者がさまざまな活動の場に恵まれ、社会参加を通じ、

生きがいを持って暮らせるまちである

障がいのある人が就労の機会に恵まれ、

自立した生活を営めるまちである

障がいのある人がさまざまな相談ができ、

安心して生活を営めるまちである

外国人が地域社会の一員として、さまざまな相談や情報提供を

受けることができるなど、充実した生活が営めるまちである

犯罪被害者やその家族が再び平穏に暮らせるようになるために、

地域の人々の理解や協力が得られるまちである

ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの人が差別を受けることなく、

自分らしく生きることができるまちである

太子町は「人権が尊重されるまち」であるかどうかの評価

思う 思わない どちらともいえない 無回答
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（６） 人権侵害の現状と人権侵害に対する態度(行動) 

① 人権侵害の現状 

【見聞】 

⚫ 最近５年間で見聞きした経験が「ある」人は３２.４％、「ない」人は 63.2％とほぼ３人に１人

は人権侵害と思われる言動を見聞きしています。その人権侵害の上位５位は、パワーハラ

スメント（１４.３％）、子ども（13.5％）、女性（11.3％）、インターネット（9.0％）、障がいのあ

る人（7.5％）となっています。 

⚫ 内容の上位５位は、あらぬ噂、悪口、かげ口（１８.０％）、名誉棄損、侮辱、暴言（13.5％）、

不平等、不利益な扱い（１２.８％）、いじめ（8.3％）、嫌がらせ（5.3％）となっています。 

 

② 人権侵害に対する態度(行動) 

【本人】 

⚫ 自身への人権侵害に対する態度は「我慢」(43.8％)、次いで「相談」(37.5％)、「抗議・反

論」(25.0％)、「訴えた」（12.5％）となっています。 

【他の人】 

⚫ 回答者以外の人への人権侵害に対する態度は「何もしなかった」（41.6％）、「いけないこと

と指摘した」（15.9％）、「いけないことと分かってもらおうとした」（15.0％）、「相談した」

（8.8％）、「同調した」（6.2％）、「話をそらした」（5.3％）となっています。 

⚫ 人権侵害への対応策は「相談窓口の拡充」（26.5％）が最も多く、次いで「学校教育・社会

教育の充実」（25.7％）、「行政の啓発」（16.8％）、「当事者自らが解決策を講じる」

（12.4％）となっています。 

 

③ 人権学習経験別、人権侵害の見聞と対応行動 

【見聞】 

⚫ 人権侵害を最近５年間で見聞きした経験がある人を人権学習経験の有無で比較すると、

「あり」が 36.1%であるのに対し、「なし」は 16.9%でした。人権学習経験の有無が人権侵

害への気づきに影響していると考えられます。 

 
【対応】 

⚫ 見聞した人権侵害に対する態度を人権学習経験の有無でみると、「あり」では「いけないこ

とと指摘した」が 15.7%、「いけないことと分かってもらおうとした」が１６.７％であるのに対

し、「なし」では、その両方ともが 0.0％と、人権学習経験の有無による差が見られました。 

32.4%

36.1%

16.9%

63.2%

61.4%

72.7%

4.4%

2.5%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=410）

人権の学習経験・有（N=324)

人権の学習経験・無（N=77)

人権学習経験別、人権侵害の見聞

ある ない 無回答
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３． 団体ヒアリング調査 

 

本町で人権・福祉・教育などに関わる活動を行っている団体、地域福祉や地域コミュニティ活

動を行っている団体、小中学校にヒアリング調査を実施し、地域の状況を把握しました。 
 

(1) 子ども 

⚫ 食事や整理整頓などの生活習慣で親子が同じ時間を共有する機会が減り、子育てにゆとり

を持てない家庭が増えている。 

⚫ 子育て支援に関する情報をキャッチできない親が、子育てに困難を抱えているという状況が

見られる。 

⚫ 精神障がいや知的障がいのある親は子育てに困っている場合が多く、支援が必要になって

いる。 

⚫ 地域には昔ながらの付き合いや住民同士のつながりがある半面、女性や子どもの貧困や虐

待、障がい者などに対する無理解や偏見が存在している。 

⚫ コロナ禍で３密を避けるために子ども同士で遊べなくなり、子どもたちがストレスをためると

いう問題がある。 

⚫ 不登校の問題は、課題を抱えた家庭環境との関連性がある。 

⚫ 小中学校での人権教育では知識だけではなく、体験を通した学びで人権尊重とは何かを理

解していくことを重視しているが、家庭教育での親の考えや行動が子どもに影響を与えてい

る。 

 

(2) 女性 

⚫ 町内にある母子生活支援施設を退所後、地域で暮らすようになった母子家庭の場合、地域

につながりがないため孤立する恐れが高い。 

⚫ 昔は離婚や母子家庭に対する偏見が強かったが、今では受け入れられるようになってきた。 

⚫ 地域社会や家庭に、「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識や男

尊女卑などの考え方が根強く残っている。 

 

(3) 障がいのある人 

⚫ 障がいを恥ずかしいこととして、隠そうとする人もいる。 

⚫ 特に、知的障がい者(児)に対する住民の差別意識や排除を感じる。知的障がい者への支援

や理解が十分でないので、親亡き後の暮らしをどうするのかという問題がある。 

⚫ 地域住民の障がい者福祉に対する理解が十分でなく、障がい者施設の設置に対し、反対運

動が発生したことがある。 

⚫ 中小零細企業では障がい者雇用が進んでいない。 
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(4) 高齢者 

⚫ ８０５０問題をはじめ、生活困窮など、高齢者の人権に関わる生活課題が山積している。 

⚫ 高齢の親を子どもが虐待するケースが警察への通報によって発見される場合が多い。 

⚫ コロナ禍によって認知症が進行した高齢者が増加し、コロナ”うつ”の心配がある１人暮らし

の高齢者に対して「１人も見逃さない」という運動を社協と町行政が協働して取り組んでいる。 

⚫ 老人クラブに加入していない高齢者に必要な情報が届かなかったり、孤立するというリスク

が存在している。 

⚫ 高齢者の中には国や町の世話にはならないと思っている人が多い。 

 

(5) 職場におけるハラスメント 

⚫ 商工会に加入している事業所は家族経営も含めて従業員の少ない零細企業がほとんどで、

経営側にセクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントなど、職場におけるハラスメントに

ついての問題意識が低い。 

⚫ 経営者を対象にした人権啓発はほとんど行われていない状況で、太子町には職場における

ハラスメントついての相談窓口がない。 

 

(6) 外国人 

⚫ 地域に外国人労働者の社宅があるところでは、文化や生活習慣の違いがあり、大変だと思

われているが、実際には粗大ごみの処理やゴミ出しの作業を手伝ってくれている。 

⚫ 外国にルーツのある人たちの人権問題には地域住民の無理解が影響している。 

 

(7) 地域に共通した状況 

⚫ 町会や福祉活動団体の加入率が低く、非会員には必要な情報が届かず、孤立する傾向が

ある。 

⚫ 生活課題や住民ニーズが地域に埋もれてしまい、問題が深刻になるまで発見できないケー

スが存在する。 

⚫ 住民のつながりや活動には地域格差が大きい。様々なキャリアを持った人が退職後に中心

となってボランティア活動などを活発に行っている地域もある。 
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４． 計画策定にあたっての課題 

 

(1) 人権学習及び啓発活動の充実 

人権学習や啓発活動の目的は、住民一人ひとりが「人権を大切なことと認識すること」にあり、

また、人権課題に正しく向き合い、行動することのできる“力“を養っていくことにあります。 

人権学習の経験がある人ほど人権意識が高く、人権問題事象への対応行動が積極的である

傾向がみられ、義務教育段階からライフステージに対応したきめ細かな人権学習の充実が求め

られます。 

 

(2) 情報の収集・提供機能の充実 

人権に関する法律の認知状況に比べ、大阪府や本町の条例はあまり認知されていない状況

です。人権啓発は行政からの一方的な情報提供にとどまらず、住民参加型イベントなど、実体験

を通じた啓発活動も求められています。そのためには、学校や行政だけでなく、企業、ＮＰＯ法

人など様々な主体が対象者のニーズを的確に把握することが重要です。 

また、様々な生活課題を抱え困難に直面している住民に、必要な情報を適切に提供する仕組

みづくりが求められます。 

 

(3) 相談機能の充実 

人権問題が発生したときの対応策として、「相談窓口の拡充」が重要な課題となり、相談窓口

を周知していくことも求められます。外国人や障がいのある人なども安心して地域で生活を営

み、必要な時に様々な相談ができる機能の充実や体制整備は必要不可欠となっています。 

福祉関係団体や町会への加入率が低いことから、孤立している住民の困りごとや人権課題

が見えにくい状況があります。課題を抱えた住民が気軽に相談支援を活用できるよう改善を図

るとともに、「一人も見逃さない相談体制」の構築が求められます。 

 

(4) 人権尊重のまちづくり 

今の社会について、「権利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人が増えてきた」と思う人

が多い状況が懸念されます。住民一人ひとりが自らの権利意識を高めていくとともに、他者の

人権にも配慮することのできる共生社会の構築が求められています。 

日常生活のなかでは、人権問題事象に遭遇した時、それを見過ごしてしまうことがあります。

身近な人権問題に気づき、その解決に向けて、住民一人ひとりが主体的に行動していくことが

人権尊重のまちづくりにつながります。そのためには、住民一人ひとりが困った時にＳＯＳを発信

し、それに気づくことができる住民同士のつながりが重要となり、人権問題の解決に向けて中心

的な役割を担う人材が求められます。 
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(5) 推進体制の構築 

人権行政を推進していくためには、総合調整機能をはじめとした全庁的な推進体制の整備が

必要です。そのためには、町職員の意識改革に取り組み、一人ひとりが自らの課題として人権

行政に携わることが重要です。 

また、人権啓発活動を行う太子町人権協会は人権行政を推進していくための重要な役割を

担っており、町行政といわば車の両輪の関係にあります。太子町人権協会が、太子町社会福祉

協議会やＮＰＯ法人などの関係機関と協働し、地域に存在する人権課題の発見や、住民に寄り

添った活動を行うことが求められます。 
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第３章 基本理念と基本方針 

 

１． 人権行政の考え方 

 

 自治体行政は、近代社会の原理である住民の権利と住民の自由を確立・保障することを目的と

して成り立っています。つまり、「医療・福祉・健康」「安心・安全・都市基盤・環境」「産業・雇用・観

光」「教育・文化」など住民生活の様々な分野で、住民の幸福追求に関わっていることから、自治

体行政は人権行政であると言えます。 

 

 また、日本国憲法第３章「国民の権利及び義務」において具体的な国民の権利と国民の自由を

保障しているように、憲法の理念である国民主権、平和主義、基本的人権の確立・保障を地域社

会で実現していくことが自治体行政の目標であります。それらは、様々な人権課題に対応していく

行政の総合的な取組によって実現していきます。 

 

本町では、憲法の基本的人権を確立・保障し、住民一人ひとりが安心して、自分らしく暮らせる

社会を創っていくことが行政の大きな目的の一つとして捉えます。こうした社会の実現に向け、あ

らゆる人権課題への取組や対応などを町全体の課題とし、日常業務をはじめ、すべての施策の企

画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から推進していきます。 

 

 このことから、人権行政を推進するにあたっては、すべての職員が人権の概念について認識を

深め、すべての人の基本的人権を確立・保障するという自治体行政のあり方を理解し、自治体行

政は人権行政であるという認識に基づき施策に取り組みます。 

 

 人権教育・啓発は、住民一人ひとりの心のあり方に密接にかかわる問題であることから、行政か

らの一方的な押し付けにならないように、住民の自主性を尊重した取組を行うことが大切です。ま

た、人権教育・啓発は、問題・課題に対する気づきや学び、人権侵害や差別をなくすための行動を

促すだけでなく、住民一人ひとりが人権の主体として自覚し、住民の行動力につながることをめざ

します。 
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２． 基本理念 

 

人権とは・・・ 

 

人間の尊厳に基づいてすべての人が持っている固有の権利であり、社会を構成する人々

が個人としての生存と自由を確保し、人間として幸せに生きていくために欠くことができ

ない権利です。 

 

この権利を実現するためには・・・ 

 

すべての人が個人として尊重され、ありのままに受け入れられる社会形成が必要であり、

地域社会においては人権行政の推進と住民の意識高揚が大切です。 

 

本町では・・・ 

 

あらゆる行政分野に人権尊重の文化を根付かせ、多様な人々がお互いの違いを認め合い

ながら、共生し、協働する地域社会「和のまち“たいし”」をめざします。 

 

 

 

 

本町では、今も息づいている聖徳太子の精神風土をまちづくりに活かす、和のまち“た

いし”をめざしています。ここでいう「和」とは、お互いの違いや立場を認めつつ、支

え合いながら、多様な主体が参画し共通の目標をもってまちづくりの実現を進めていく

「協働」のあり方をさしています。 

 

  

《基本理念》 

すべての住民がお互いの人権を尊重し合い、 

多様な人々が共生する和のまち“たいし” 
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３． 基本方針 

 

人権行政を推進し、「すべての住民がお互いの人権を尊重し合い、多様な人々が共生する和の

まち“たいし”」を実現するため、次の３つの基本方針を掲げます。それらは相互に関連し、有機的

な連携を持っているものであり、住民・事業者・行政が協働して人権行政を推進していきます。 

 

人権尊重のまち“たいし” 

すべての人が個人として尊重され、その生存と自由が保障されるまちをめざします 

 

住民一人ひとりの個性が発揮できるまち“たいし” 

自分の意志や希望を持ち、他者と協力して互いに尊重し合いながら自分の個性を発揮

し、多様な生き方や価値観を認め合えるまちをめざします 

 

多様な人々が共生するまち“たいし” 

複雑かつ多様な問題を抱えながらも、一人ひとりの生が尊重され、社会との様々な関

わりを基礎として自律的な生を継続していく、多様な人々が共生するまちをめざしま

す 

 

 

 

  

すべての住民が 

お互いの人権を尊重し合い、 

多様な人々が共生する和のまち 

“たいし” 

 
人権尊重のまち 

“たいし” 

住民一人ひとりの 

個性が発揮できるまち 

“たいし” 

 

多様な人々が 

共生するまち 

“たいし” 
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人権行政推進プラン 

第１章 施策の体系 

                    

１．子どもの人権 

２．女性の人権 

３．障がいのある人の人権 

４．高齢者の人権 

５．同和問題(部落差別) 

６．外国人の人権 

７．職場などにおけるハラスメント 

８．インターネット上の人権侵害 

９．性的マイノリティへの人権侵害 

10.感染症に起因する人権侵害 

11.自殺や自死遺族に対する偏見や差別 

人権教育・ 

啓発の推進 

相談体制の

充実 

情報の収集・ 

提供機能の 

充実 

人権リーダー 

の養成 

住民などの

主体的活動

の支援 

協働の取組

とネットワー

クの推進 

す
べ
て
の
住
民
が
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
合
い
、
多
様
な
人
々
が
共
生
す
る
和
の
ま
ち
“た
い
し
” 

人権尊重の 

まち 

“たいし” 

住民一人ひと

りの個性が発

揮できるまち 

“たいし” 

多様な人々が

共生するまち

“たいし” 

12.その他の様々な人権課題 

住民・事業者・行政が協働した実施体制 

基本理念 施策の基本方向 基本方針 人権課題への取組 
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第２章 施策の基本方向 

 

1. 人権教育・啓発の推進 

住民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、他の人の人権を尊重した行

動がとれるように家庭、学校、地域、職場などあらゆる場面を通して人権教育、人権啓発を推進

します。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「人権」について、非常に大切なことだと認識して

いる人の割合（住民意識調査） 
36.1％ 50.0％ 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

人権啓発活動の実施回数 11 回 継続実施 

人権啓発事業への参加者数 700 人 800 人 

中学校での外部講師による人権学習会の開催 １回 継続実施 

 

2. 情報の収集・提供機能の充実 

人権問題は多様化・複雑化しており、住民一人ひとりが人権について正しい認識を持ち、行

動していくため、常に新しく、正しい人権情報を収集し、広く住民に提供していく機能の充実に

取り組みます。 
 

3. 相談体制の充実 

多様化・複雑化する人権課題に対応するため、相談支援体制の充実を図るとともに、人権の

視点から住民の相談を受け止め、適切な相談支援が提供されるよう庁内の関係課、関係機関

が連携し、横断的な相談・支援体制の整備に取り組みます。 

 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

人権相談会の定期開催 － 毎月１回開催 

 

4. 人権リーダーの養成 

住民が人権の視点から地域の様々な課題について、自主的・自発的に考え取り組み、それを

地域全体で支えていくことが大切です。そのためには、ＮＰＯ法人やボランティア団体などが取

り組む地域活動との連携を深め、人権問題と向き合う人材を発掘し、人権リーダーとして養成し

ていくことが必要です。特に、本町における人権啓発団体として活動している太子町人権協会と

の連携を強化し、地域における人権リーダーの養成に取り組みます。 

 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

地域における人権リーダーの養成 － 5 人 

町職員の人権リーダーの養成 － 4 人 

 



 

22 

 

5. 住民・ＮＰＯ法人・事業者などの主体的活動の支援 

住民の主体的な取組を通じて、住民がふれあい・交流することにより相互理解を深めていく

ことが人権文化の創造に重要です。また、様々な課題を抱える人々を地域社会で支え、共に社

会参加していくことが、住民のエンパワメントと自己実現を促進していくことに通じます。住民の

交流・相互理解のための活動などを支援するとともに、ＮＰＯ法人・事業者などにおいても職場

などで人権教育・啓発を充実させるなど、支援・連携の強化を図ります。 
 

6. 協働の取組とネットワークの推進 

町行政は、地域住民の暮らしと人権にもっとも密接につながっており、あらゆる施策に人権尊

重の視点が必要です。また、人権問題の解決は、行政のみの施策によって実現されるものでは

なく、住民一人ひとりの課題であり、社会全体で取り組んでいくことが必要です。そのため、住

民・各団体・事業者と行政が対等な立場でお互いの役割を明確にし、協働しながら取り組み、地

域でのネットワークを推進します。 

 

 

  

◆指標について 

人権行政推進プランを進めるにあたって指標を定め、PDCA サイクルによる進行管理を

行います。 

評価指標 人権に関する住民意識調査の結果による指標 

５年ごとに実施予定の「人権に関する住民意識調査」に表れる住

民意識の変化を評価するための指標です。 

成果指標 事業の実施により得られた成果を測る指標 

事業の実施目標を定め、達成状況を評価するための指標です。 
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第３章 人権課題への取組 

 

1. 子どもの人権 

 

【現状と課題】 

  平成元年に採択された「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」では、子どもは権利

を行使する主体として位置付けられています。平成28年の「児童福祉法」の改正では、児童の

健やかな成長・発達が保障されること、権利の主体として尊重されることなどが明確化されまし

た。 

しかし、いじめや体罰、虐待などの身体的・精神的な危害のほか、子どもの貧困など、子ども

を取り巻く環境はますます深刻になっています。いじめに関しては、ＳＮＳなどインターネット上

での誹謗・中傷なども多発しており、町立学校では「いじめ防止基本方針」（平成26年4月）を

策定し、いじめ防止に向けての取組を進めています。また、令和２年の「児童虐待防止法」の改

正では、「体罰によるしつけ」も虐待として禁止されるようになるなど法整備が進められていま

すが、児童虐待は増加傾向にあります。 

  子どもは特別な保護を受けるだけでなく、子ども自身が権利の主体として、学びと育ちが保障

される環境や教育の充実が課題となっています。 

いじめや体罰、虐待は人権侵害であるという認識を広める啓発を推進するとともに、家庭や

地域、学校などの関係機関と連携した早期発見・早期対応の取組が求められます。また、不登

校の背景には、貧困など様々な課題を抱えた家庭環境も関連しており、これらに対応した包括

的な支援が必要です。 

 

【具体的な取組】 

① 子どもの人権に関する教育・啓発の充実 

⚫ 子どもが大人と同様に、社会を構成する権利主体であると認識され、子どもの基本的人

権が尊重されるよう人権意識の啓発に努めます。 

⚫ 子ども自身が自己の権利を自覚するとともに、他の人を思いやることができるよう、人権

教育推進協議会などと連携し、人権教育を推進します。 

⚫ 子どもの性被害を防止するため、子どもの育ちに合わせた性教育を推進します。 

② 職員研修の強化 

⚫ 体罰によるしつけは虐待にあたることなど、職員・教職員が子どもの人権について意識を

高める研修に取り組みます。 

③ 子どもへの人権侵害などの対策強化 

⚫ 支援を必要とする保護者に対して定期的な訪問・見守りや相談支援などを行い、不安や

ストレスを軽減することで児童虐待の予防に努めます。 

⚫ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを活用し、学校における児童・生

徒や保護者の抱える問題の早期発見・早期対応に努めます。 

⚫ いじめ、不登校、家庭に居場所がないなどの子どもに必要な支援を図ります。 
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④ 子育て相談・支援体制の充実 

⚫ 子育て世代包括支援センターを中心として、子育てに関する相談支援体制や情報提供

体制の充実を図ります。 

⑤ 子育て支援のネットワークづくり 

⚫ 子育て家庭が社会や地域で孤立しないよう、保護者同士の交流機会の提供や、地域で

活動する民生委員児童委員、NPO法人や社会福祉協議会などとの連携を図り、地域で

子どもや子育て家庭を支えるネットワークづくりを推進します。 

⑥ ひとり親家庭への自立の支援 

⚫ 経済的負担の軽減を通じて自立を支援していくことは、親から子への貧困の連鎖防止に

もつながるため、ハローワークなどと連携して就労に関する支援を実施します。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「いじめは、いじめられる側にも問題がある」と思う人

の割合（住民意識調査） 
22.6％ 

令和２年度より 

低減 

「子どもが個性を発揮し、いきいきと暮らせるまち」だ

と思う人の割合（住民意識調査） 
41.4％ 50.0％ 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

ひとり親家庭相談数 ４件 ５件 
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2. 女性の人権 

 

【現状と課題】 

  家庭や職場における男女差別、性犯罪など女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴

力（DV）、職場におけるセクシュアル・ハラスメントなどの人権問題が発生しています。 

本町では、令和２年３月に「第２次太子町男女共同参画推進計画」を策定し、「男女共同参画

の実現に向けた意識づくり」、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現」、「男女共

同参画によるまちづくり」、「誰もが安心して暮らすことのできる環境の整備」、「あらゆる暴力・

ハラスメントの根絶」の５つの基本目標を掲げて取組を進めています。 

  「親の世話や介護は女性の役割」と考えるなど、固定的な性別役割分担意識の変革や女性に

対する暴力の根絶に向けて啓発を強化する必要があります。 

また、あらゆる分野における女性の活躍を推進し、男女共同参画社会の実現に向けて取組

を推進していくことが重要です。 

 

【具体的な取組】 

① 男女共同参画への教育・啓発の推進 

⚫ 「第２次太子町男女共同参画推進計画」と連動して、女性の人権が尊重されるまちづくりに

努めます。 

⚫ 女性への暴力と人権侵害を許さない環境づくりに努めるとともに、女性に対する暴力根絶

に向けての啓発及び情報の提供に努めます。 

② 職員研修の強化 

⚫ 職員・教職員が男女共同参画への理解を深めるための研修機会を設け、男女共同参画の

視点で職員の能力開発と人材育成に努めます。 

③ 人権相談の充実 

⚫ 女性に対するセクシュアル・ハラスメントや DV など様々な悩みに対応できるよう大阪府

などと連携を図り、相談体制の充実に努めます。 

④ 関係機関との連携 

⚫ 庁内に設置している「男女共同参画施策推進本部」において、施策を総合的に推進できる

よう庁内推進体制の一層の強化を図ります。 

⚫ 大阪府女性相談センター、南河内男女共同参画社会研究会、企業、団体など関係機関と

の連携を図りながら効果的に推進します。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「親の世話や介護は女性の役割だ」と思わない人の割合 

（住民意識調査） 
66.8％ ７0.0％ 

「DV相談が受けられ、安心して暮らせるまち」だと思う

人の割合（住民意識調査） 
26.8％ ３0.0％ 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

南河内男女共同参画社会研究会講演会の参加者数 150 人 200 人 
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3. 障がいのある人の人権 

 

【現状と課題】 

  障がいがあることを理由に様々な社会参加の機会が奪われたり、自律的な自分らしい暮らし

を営むことを妨げられたりするなどの人権問題が発生しています。平成３１年４月に成立した

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」では、

「障がい者は社会に不要な存在である」という考え方によって避妊手術が強制されてきたこと

に対する国の謝罪と反省が行われました。 

  障がいの有無にかかわらず、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進す

ることによって、多様な主体が連携し支え合う共生社会を実現していくことが重要です。また、

障がいのある人の自己決定権や、様々な活動に参加する機会が保障されたまちづくりを推進

していく必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① 障がいのある人の人権に関する教育・啓発の充実 

⚫ 障がいへの正しい理解を深めるための教育・啓発、また、障がいのある人自身への権利の

教育・啓発活動に取り組みます。 

⚫ 障がいのある人に対する誤解や偏見をなくし、障がいを理由とする差別の解消や虐待防

止に向けた意識啓発を行います｡ 

② 職員研修の強化 

⚫ 職員・教職員に対して、障害者差別解消法における合理的配慮の提供など、各法に基づく

知識や適切な対応を身につけるための研修実施に努めます。 

③ ともに学び、ともに育つ教育(インクルーシブ教育)の推進  

⚫ 個別の教育的ニーズのある一人ひとりに応じて、一貫した支援を行うための教育の体制づ

くりを進めます。また、小・中学校における「多様な学びの場」を確保するとともに、障がい

の有無にかかわらず、すべての子どもが「ともに学び、ともに育つ教育」の推進に向けて研

究を行い、体制の整備を図ります。 

④ 雇用促進と就労支援の充実  

⚫ 福祉的就労の機会は重要であり、日中活動、社会参加、就労訓練の機会を提供する事業

所など、関係機関を通じ、広報活動や雇用体制の整備を促進します。 

⑤ 福祉サービスや相談体制の充実 

⚫ 障がいのある人の多様なニーズに対応するため、社会福祉協議会や保健・医療・福祉の関

係機関などが連携したサービスの提供に努めます。 

⚫ 障がいのある人に合理的配慮を行うとともに、必要な援助を受けることができるよう権利

擁護について周知し、相談しやすい体制の整備を図ります。 
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評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「障がいのある人は、行動や意思決定が制限されても仕

方がない」と思わない人の割合（住民意識調査） 
49.0％ ５0.0％ 

「障がいのある人が様々な相談ができ、安心して暮らせ

るまち」だと思う人の割合（住民意識調査） 
23.7％ ３0.0％ 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

権利擁護に関する相談支援件数 23 件 41 件 
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4. 高齢者の人権 
 

【現状と課題】 

  令和２年１０月１日現在の本町の高齢化率は２９.３％ですが、令和１２年には３５.２％となり３人

に１人が高齢者と予測されます。要支援・要介護認定者や認知症高齢者が増加するなか、施設

や家庭における身体的・心理的虐待や介護・世話の放棄、財産権の侵害、行動の制限など、高

齢者への人権侵害が発生しています。また、高齢者を狙った悪徳商法や詐欺、年齢を理由とし

た就職差別、賃貸住宅への入居拒否なども問題となっています。 

  高齢者に対するあらゆる形態の虐待を防止し、健康で安全な生活を送ることができるように、

適切な支援の提供や意識啓発に取り組むことが重要です。 

また、高齢者が住み慣れた地域や家庭で生き生きと暮らし、社会の一員として、様々な活動

に参加する機会が保障されたまちづくりを推進していく必要があります。 
 

【具体的な取組】 

① 高齢者の人権に関する教育・啓発の充実 

⚫ 高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地

域社会の実現に向けて意識啓発を行います。 

⚫ 高齢者が、地域社会の一員として様々な活動の場に参加し、生きがいをもって暮らせるよ

う、世代間交流などを通した教育活動に取り組みます。 

② 職員研修の強化 

⚫ 職員、保健福祉サービスを提供する従事者に対して、意識啓発や資質を向上するための

研修を行い、高齢者の人権と人格を尊重したサービスの実施を推進していきます。 

③ 相談体制・機能の充実 

⚫ 地域包括支援センターをはじめとした総合的な相談窓口の周知を図るとともに、相談しや

すい環境の整備に努めます。 

⚫ 保健センターや社会福祉協議会など、あらゆる関係機関を窓口として、民生委員児童委員

などとも連携しながら、身近な地域で気軽に相談できる体制の充実を図ります。 

⚫ 生活困窮状態にある高齢者に対して、自立支援相談機関「はーと・ほっと相談室」と連携し

た相談支援を行います。 

④ 情報提供機能の充実 

⚫ 認知症高齢者の家族が参加する「高齢者介護家族のつどい」など、支援を必要とする住民

への適切な情報提供を行います。 

⚫ 就労を希望する高齢者の社会参加を促進するため、生きがい人材センターと連携し、情報

提供や就業機会の確保に努めます。 

⑤ 高齢者の虐待防止や孤立防止の強化 

⚫ 高齢者虐待の早期発見・早期対応ができる体制の整備に努めるとともに、地域包括支援

センターなどと協力して対応を行います。 

⚫ 孤立死の防止のために、「安心太子見守りネットワーク」において地域住民や見守り協力

員・事業所、民生委員児童委員などと連携し、見守り活動を強化します。 
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評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「高齢者は、あまり自己主張せず、家族やまわりの者の

言うことを聞いた方がよい」と思う人の割合（住民意識

調査） 

24.2％ 
令和２年度より 

低減 

「高齢者が様々な活動の場に恵まれ、生きがいを持って

暮らせるまち」だと思う人の割合（住民意識調査） 
45.6％ ５0.0％ 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

安心太子見守りネットワーク事業登録者数 57 人 70 人 
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5. 同和問題（部落差別） 

 

【現状と課題】 

  同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、同和地区出身の人など

が、長い間、自由と平等が保障されず、経済的、社会的、文化的に低位な状態におかれ、現在

でも日常生活上で差別が発生するなどの日本固有の人権問題です。 

平成２８年に「部落差別解消推進法」が施行されましたが、結婚や住宅購入時などに同和地

区を避けようとする差別意識が依然として存在しています。さらに、戸籍謄本などの不正取得

による身元調査や不動産取引での土地調査、インターネット上の差別落書きなどの問題も発生

しています。また、同和問題を口実に、企業や行政機関へ不当な圧力をかけ寄付金を強要する

など、いわゆる「えせ同和行為」も同和問題の解決を阻む要因となっています。 

  部落差別の解消に向けて、住民一人ひとりが同和問題の現状を知り、正しい理解を深めて行

動できるように、人権教育・啓発や相談体制を充実していくことが重要です。また、行政機関は

「えせ同和行為」を排除するための取組や企業などへの啓発を行っていく必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① 同和問題（部落差別）に関する教育・啓発の推進 

⚫ 「太子町人権教育基本方針」に基づき、学校教育を通じて同和問題に対する認識を深め、

部落差別を許さない意識啓発に努めます。 

⚫ 同和問題を知る機会を提供し、正しい理解を広め、差別の解消を図るため、人権問題講演

会の開催や広報紙・啓発冊子などにより効果的な啓発活動に努めます。 

② 職員研修の強化 

⚫ 職員・教職員が、同和問題を自らの課題としてとらえ、解決に向けて行動できるような研修

や学習機会の充実に努めます。 

③ 人権相談の充実・機能強化  

⚫ 庁内の様々な相談窓口のネットワーク化を図り、安心して相談できる人権相談窓口の充実

を図ります。 

④ 関係機関との連携 

⚫ 同和問題の解決へ向け、太子町人権協会などと連携を図るとともに、大阪府、町村長会、

大阪府人権協会などとの協力体制を促進します。 

⚫ 河南町・太子町・千早赤阪村企業人権協議会と連携し、公正な採用選考による就職の機

会均等の確保と差別のない職場づくりの促進に努めます。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「自分の身内が同和地区出身者と結婚することに反対す

る」と思う人の割合（住民意識調査） 
22.7％ 

令和２年度より 

低減 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

新規採用職員を対象とした同和問題に関する研修 ３回 継続実施 
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6. 外国人の人権 

 

【現状と課題】 

  国連において国際人権規約、難民条約、人種差別撤廃条約が採択され、日本も歩調を合わ

せた取組を進めています。平成２８年度に法務省が実施した「外国人住民調査」によると、外国

人であることを理由に差別的なことを言われたり、入居や就職を断られたりするなど、外国人の

人権に関わる問題が明らかになっています。また、特定の民族や国籍の人々を排除しようとす

るヘイトスピーチを禁止するための「ヘイトスピーチ解消法」が平成２８年に施行され、街頭での

大規模デモなどは減少しましたが、その一方で、インターネット上の差別的な書き込みは後を絶

ちません。 

  歴史的経過から日本に生活の本拠を持つ在日韓国人・朝鮮人などの永住者、さらに移住労

働者、技能実習生、中国からの帰国者、国際結婚した人、国際結婚で生まれた子どもなど、外

国人に対する偏見や差別を解消していかなければなりません。 

本町には令和２年９月末現在、１２２人の外国人が居住しています。多様な生活習慣や文化

について理解を深め、外国人の人権が尊重された多文化共生社会のまちづくりを推進していく

必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① 外国人の人権に関する教育・啓発の推進 

⚫ 外国の人々の生活や文化に関する体験学習などを通じて多文化教育を進め、お互いの違

いを認め合い、共に生きる児童・生徒をはぐくむ学校教育を推進します。 

⚫ 歴史的・地理的に関係が深いアジア諸国などの人々に対する偏見や差別を解消するため、

正しい文化・歴史認識を学ぶ生涯学習や教育・啓発活動の充実に努めます。 

② 職員研修の強化 

⚫ 職員・教職員が外国の文化や習慣の違いを正しく理解し、お互いの人権を尊重しながら共

に生きる国際感覚を身につけられるよう、研修や学習機会の充実に努めます。 

③ 相談体制の充実 

⚫ 大阪府国際交流財団や近隣の国際交流協会などと連携しながら、外国人が安心して地域

で生活できるよう、困ったときに相談しやすい体制の充実に努めます。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「外国人が地域社会の一員として相談や情報提供を受け充実

した生活を営めるまち」だと思う人の割合（住民意識調査） 
17.1％ 30.0％ 
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7. 職場などにおけるハラスメント 

 

【現状と課題】 

  令和２年６月、いわゆるパワーハラスメント防止法が施行され、職場などにおける様々なハラ

スメントへの対策に加え、パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じること

が事業主に義務づけられました。  

ハラスメントとは、他者に対する発言・行動などが本人の意図には関係なく、他者を不快に

させたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを言います。特に職場で起

こりやすいハラスメントとして、セクシュアル・ハラスメントとパワーハラスメントがあります。ま

た、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益な取扱い（いわゆるマタニティ・ハラスメン

ト）なども重大な問題です。 

  企業だけでなく、働く人の意識啓発を促進し、ハラスメントは人権侵害であるという認識を高

めていくとともに、対等な職場環境づくりをめざす必要があります。また、職場内での相談体制

の充実や、就労・地域活動など様々な場面における男女共同参画づくりの促進が重要です。 

 

【具体的な取組】 

① ハラスメントに対する理解の促進 

⚫ あらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場や学校など、様々な機会において認識・理解を

深めるための啓発・広報活動に取り組みます。 

② ハラスメントに対する啓発と相談体制の充実 

⚫ 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントをな

くすため、企業に対する積極的な啓発・広報活動に取り組みます。 

⚫ ハラスメントに悩んでいる人のために、各種相談窓口に関する情報提供を行います。 

③ 関係機関との連携 

⚫ 河南町・太子町・千早赤阪村企業人権協議会と連携し、ハラスメントのない働きやすい職

場づくりの促進に努めます。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「人前で部下を長時間にわたり大声で叱るのはハラスメント

だ」と思う人の割合（住民意識調査） 
87.8％ 90.0％ 
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8. インターネット上の人権侵害 

 

【現状と課題】 

  インターネットは、手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信できるメディ

アとして普及し、近年はソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の活用など、さらに身近

になりつつあります。その一方で、特定の個人・団体や不特定多数の人を誹謗中傷したり、差

別を助長したりする有害な情報が掲載・投稿されるなど、人権に関わる問題が多数発生してい

ます。また、インターネットを悪用した犯罪に、子どもが巻き込まれる例が後を絶ちません。SNS

上で頻発しているいじめは、保護者や教師などが外部から発見しにくく、表面化した時点で重

大な局面に至っていることもあります。 

  インターネット上の人権侵害を防止するためには、住民一人ひとりがインターネットの利点や

問題点を理解し、その利用にあたっては、情報が不特定多数の人に見られるということを意識

して、プライベートな情報や人を傷つける情報を流さないように配慮することが必要です。イン

ターネットの正しい利活用に関する教育・啓発を強化する取組が求められます。 

 

【具体的な取組】 

① インターネット上の人権侵害に関する教育・啓発の推進 

⚫ インターネットの利用にあたって、個人情報や人を傷つける情報を流さないよう、適正利用

に関する啓発と教育に取り組みます。 

② 人権侵害への対応 

⚫ SNS やインターネット上での人権侵害については、法務局などの関係機関と連携しなが

ら迅速な対応を行い、相談、支援に努めます。 

 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「インターネット上は、誰もが自由に書き込める場なので、

他人の誹謗中傷を書き込んでも問題はない」と思わない人の

割合（住民意識調査） 

90.8％ 95.0％ 
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9. 性的マイノリティへの人権侵害 

 

【現状と課題】 

  性のあり方には、「からだの性」「こころの性」「好きになる性」などの構成要素があり、人それ

ぞれに性の要素は異なります。しかし社会では、一般的な男女の性は「からだの性」と「こころの

性」が一致し、異性愛を当然とする認識が大多数を占めています。こうしたなか、性的マイノリ

ティに対する偏見や差別、また性的マイノリティの存在に気づかず、無意識に排除するという問

題が起こっています。 

太子町男女共同参画推進条例では、「男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人

その他あらゆる人の人権についても尊重されること」、「すべての人は、性同一性障害を有する

こと又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはならない」と規

定しています。 

  性的マイノリティへの偏見や差別をなくすための啓発活動に取り組み、性的指向や性自認の

多様性が尊重され、すべての人が自分らしく生きることができるまちづくりを推進していく必要

があります。 

 

【具体的な取組】 

① 性的マイノリティへの理解促進 

⚫ 学校教育や生涯学習などを通じて性的マイノリティについての学習機会を提供し、理解促

進に努めます。また、行政窓口などでは、性的マイノリティに配慮した対応に努めます。 

② 性的マイノリティに関する啓発の推進 

⚫ 性的指向や性自認を理由とする差別的取扱いや言動は不当であることの認識を広める啓

発活動を推進します。 

③ 情報提供・相談体制の充実 

⚫ 性的マイノリティの人が安心して自分らしく生きるための情報提供や、相談窓口を案内す

るとともに、専門相談機関との連携などの対応に努めます。 

 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「性的マイノリティの人が差別を受けることなく、自分

らしく生きられるまち」だと思う人の割合（住民意識調

査） 

13.6％ 30.0％ 
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10.  感染症に起因する人権侵害 

 

◼ ハンセン病回復者、ＨＩＶ感染者、さらに新型コロナウイルス感染者などに対する偏見や差別な

どの人権侵害が発生しています。患者及び感染者、その家族までもが日常生活や職場などで

差別を受ける問題があるほか、マスコミの報道やインターネット上でのプライバシー侵害などの

問題もあります。 

 

１） ハンセン病回復者に対する人権侵害 

【現状と課題】 

  感染者が差別を受けてきた病気の一つにハンセン病があります。「患者を隔離することによ

ってのみ社会が救われる」という誤った考え方のもと、昭和２８年に「らい予防法」が公布され

てから平成８年に廃止されるまでの長期にわたって、法律による強制的な隔離政策が進めら

れてきました。その結果、ハンセン病に対する偏見や差別が助長され、患者やその家族に大

きな苦難と苦痛を強いてきました。 

平成２１年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、ハンセン病回復者

に対する差別を禁止するとともに、ハンセン病回復者が地域社会から孤立することなく、良好

かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備、偏見や差別のない社会の

実現、福祉の増進、名誉の回復などのための措置を計画的に講ずることについて、国や地方

公共団体の責務が明記されました。 

  偏見や差別の解消に向けて、ハンセン病問題に関する正しい知識と理解を深める教育・啓

発を行うことが必要です。また、ハンセン病回復者の社会復帰に向けた支援や地域で安心し

て暮らし続けられるまちづくりを推進していく必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① ハンセン病回復者に関する人権教育・啓発の推進 

⚫ ハンセン病に対する歴史的背景と正しい知識の普及を図り、偏見や差別の解消に向けた

啓発活動を推進します。 

② 相談窓口の充実 

⚫ 当事者の立場に立った相談事業を実施するとともに、安心して相談できる人権相談窓口の

充実を図ります。 

 

評価指標 現状(令和２年度) 目標(令和７年度) 

「ハンセン病回復者とは、一緒に食事や入浴はしない」

と思わない人の割合（住民意識調査） 
47.1％ 50.0％ 

 

２） ＨＩＶ感染者に対する人権侵害 

【現状と課題】 

  ＨＩＶというウイルスが体の中で増えると、体に備わっている抵抗力（免疫）が徐々になくなり、

健康なときにはかからない感染症や悪性腫瘍などが引き起こされます。ＨＩＶ感染症に対する
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誤解や偏見により、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起こっています。 

ＨＩＶは、性的接触に留意すれば、日常生活で感染する可能性はほとんどありません。また、

仮にＨＩＶに感染しても、現在では医療の進歩により、治療を続けながら感染する前と同じ生

活を続けることができます。 

  ＨＩＶ感染者が安心して治療を受け、働き、生活できる社会を築くため、正しい知識と理解を

深める教育・啓発を行い、偏見や差別の解消に取り組むことが必要です。 

 

【具体的な取組】 

① HIV感染者に関する人権教育・啓発の推進 

⚫ HIV 感染症に関する正しい知識の普及を図り、偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推

進します。 

⚫ 小中学校においては、児童生徒の発育段階に応じた性教育を推進し、HIV に対する正し

い知識の普及に努めます。 

② 相談窓口の充実 

⚫ 当事者の立場に立った相談事業を実施するとともに、安心して相談できる人権相談窓口の

充実を図ります。 

 

３）新型コロナウイルス感染者に対する人権侵害 

【現状と課題】 

  新型コロナウイルスの感染拡大と同時に、感染者やその家族、医療従事者や交通関係従事

者など社会のライフラインを支える人たちへの偏見や差別、排除という事態が発生しました。

被害者である感染者が、本来得られるべきいたわりや共感、支援ではなく、感染したことを非

難され、その責任を問われるなど、差別や排除に怯えながらの生活を余儀なくされる状況が

発生しています。 

  新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に対する偏見や差別を解消するためにはウイルス

に関する正しい理解を広めていくことが重要です。また、未知なものに対する過剰な忌避意

識は偏見や差別の拡大につながることを一人ひとりが自覚し、人権意識を高めていくことが

大切です。感染予防対策を講じながら、感染拡大が人権侵害の拡大につながらないよう取り

組んでいく必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① 新型コロナウイルスに関する人権教育・啓発の推進 

⚫ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及を図り、感染者やその家族、医療従

事者や交通関係従事者などに対する偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進し、新た

な人権問題の発生の防止に努めます。 

② 相談窓口の充実 

⚫ コロナ禍が新たな貧困と格差の拡大を生み出さないよう庁内の関係機関が連携し、人権

の視点に立った相談窓口の充実を図ります。  
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11.  自殺や自死遺族に対する偏見や差別 

 

【現状と課題】 

  町では、自殺対策基本法に基づき「太子町いのち支える自殺対策計画」を平成３１年３月に策

定しました。すべての住民が相互に支え合うことで、誰もが自殺に追い込まれることなく、生き

がいを持って心身ともに健康に過ごせるまちの実現をめざし、住民や地域、関係機関、事業

主、学校などと連携・協働することにより、「生きることの包括的な支援」に取り組んでいます。 

  自殺は、その多くが追い込まれた末の死といわれています。その背景には、精神保健上の問

題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があ

ります。自殺は誰にでも起こり得る危機として共通認識をもち、お互いに支え合う共生社会を

築くことによって、自殺を未然に防止し、すべての住民が生き生きと暮らせる人権尊重のまちづ

くりを推進していく必要があります。 

 

【具体的な取組】 

① 児童生徒を含めたすべての住民への自殺対策の教育と啓発の推進  

⚫ すべての住民が自らのこころを健康に保つとともに、不調に陥った場合や、周りの人の不

調に気付いた場合に適切な対処が行えるよう、多様な媒体・手段を活用した普及啓発に努

めます。 

⚫ 学校などの教育機関と連携し、児童生徒が信頼できる大人に助けを求められる相談体制

の充実に取り組みます。 

② 自殺リスクを低下させるための支援 

⚫ 「生きることの包括的な支援」を総合的に推進し、自殺未遂者や自死遺族に対する支援体

制の充実に取り組みます。 

③ 地域におけるネットワークの強化 

⚫ 誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、太子町自殺対策ネットワーク

会議をはじめ、全庁的な連携体制を構築し、住民、地域、関係機関、事業主、学校などとの

ネットワークの強化を図ります。 

 

成果指標 実績(平成 31 年度) 目標(令和７年度) 

心の相談会「こころほぐしの会」の開催 ６回 継続実施 
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12.  その他の様々な人権課題 

 

（１） 刑を終えて出所した人への人権侵害 

  刑を終えて出所した人やその家族に対して、就職や居住に関する偏見や差別の問題があ

り、厳しい状況におかれながらも社会復帰をめざす人たちがいます。 

  刑を終えて出所した人が真に更生し、社会の一員として生活を営むためには、本人の強い

更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が不可欠です。 

偏見や差別を解消し共生社会づくりに向けた啓発活動を推進するとともに、大阪府や関係

機関、団体などと連携し、社会復帰に適した環境整備に努めることが必要です。 

 

（２） 犯罪被害者などへの人権侵害 

  理不尽な犯罪により深く傷つけられた被害者やその家族などは、直接的な被害だけでなく、

そのことによる精神的・経済的被害など、様々な問題に苦しんでいます。 

犯罪被害者や家族の権利利益の保護を図り、支援していくために「犯罪被害者等基本法」

が平成17年４月に施行され、被害者の権利が明文化されました。また、同年12月に「犯罪被

害者等基本計画」が策定され、平成18年度から毎年度、国、地方公共団体、民間団体など

が、犯罪被害者などへの理解増進を図るための啓発事業を実施しています。 

  被害者や家族を社会的孤立から救うためには、当事者などの気持ちに寄り添い、適切な支

援を行うことが必要です。また、被害者に対する集団的な過熱取材によるプライバシーの侵

害など社会からのニ次的被害を防止し、被害者が地域で安心して暮らしていけるように社会

全体で支えていく取組が必要です。 

 

（３） 引きこもりに対する偏見や差別 

  引きこもりの問題は様々な要因が絡み合って生じていると考えられ、本人や家族の抱える

課題は、対人関係や進学の悩み、就労の困難さ、生活困窮など、その年齢や状況により多岐

に渡っています。また、親子共倒れのリスクを抱えた家族の「8050問題」が社会的な課題と

して顕在化しています。 

  精神保健福祉分野だけでなく、教育、労働などの様々な分野における公的機関や民間支援

団体などが協力・連携する包括的な支援体制の構築が必要です。同時に、引きこもり問題に

ついての正しい知識の普及と、偏見や差別の解消に向けた啓発活動を推進することが求め

られます。 

 

（４） アイヌの人々の人権 

  アイヌの人々は、アイヌ語や伝統的な儀式・祭事などをはじめとする独自の豊かな文化を持

っています。しかし、アイヌの人々は、江戸時代の松前藩による支配、さらに明治時代の日本

国民への同化を目的とした「北海道旧土人保護法」の制定により、経済的にも社会的にも恵

まれない立場に置かれ、伝統的生活習慣や文化が失われてきました。 

  令和元年５月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策

の推進に関する法律」では、アイヌであること理由とした差別などの禁止やアイヌ政策を実施
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するための支援措置などが定められています。アイヌの人々に対する正しい理解を深め、偏

見や差別をなくしていくための啓発活動が必要です。 

 

（５） 北朝鮮当局によって拉致された被害者などへの人権侵害 

  平成14年９月、平壌で行われた日朝首脳会談で北朝鮮側が長年否定していた日本人の拉

致を初めて認め、謝罪し、再発の防止を約束してから18年が経過しました。北朝鮮による拉

致は国民に対する人権侵害であり、我が国の主権及び国民の生命と財産にかかわる重大な

問題です。 

  平成18年６月、拉致問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しながら

実態を解明し、その抑止を図ることを目的とする「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵

害問題への対処に関する法律」が制定されました。拉致問題の解決には、幅広い国民各層及

び国際社会の理解と支持が不可欠であり、その関心と認識を深めていくための取組が必要

です。 

 

（６） ホームレスの人権 

  ホームレス状態にある人は、家庭の問題、人間関係、病気や精神疾患、倒産や失業など、複

数の問題を抱えている場合があり、このような様々な背景から路上生活などを余儀なくされ

ています。しかし、社会では自己責任論が強く、ホームレスの人を偏見や差別の眼差しで見

る傾向があり、人権を侵害する事件が起こっています。 

  平成27年に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく事業の実施により、全国的にホ

ームレスの人数は減少傾向にあるといわれている半面、ネットカフェで寝泊まりしながら不安

定就労に従事する若年者が増加しています。ホームレスに対する偏見や差別をなくすととも

に、各種相談や自立支援などに努めることが重要であり、人権侵害に対しては、関係機関と

の連携による適切な対応を図る必要があります。 

 

（７） 人身取引（トラフィッキング） 

  人身取引は、「トラフィッキング」とも言われ、国際的な犯罪組織が暴力、脅迫、誘拐、詐欺な

どの強制的な手段により、女性や子どもなど弱い立場にある人々を別の国や場所に移動さ

せ、売春や強制的な労働をさせて搾取する犯罪です。 

  人身取引は、被害者に深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、癒しがたい傷を負わせる重

大な人権侵害であり、迅速な被害者の保護が求められています。さらなる被害者を生まない

ために、加害者や犯罪組織の取締りを強化するとともに、被害者が公的機関などに被害申告

をしやすい環境を整備することが重要です。 

政府は平成 26 年 12 月、総合的・包括的対策を講ずるために「人身取引対策行動計画」

を策定しました。人身取引に関する法整備とともに、問題解決に向けて広く住民の関心を高

める啓発活動が必要です。 
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（８） 東日本大震災に起因する人権問題 

  平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、被災地域が東日本全域に及び、甚大な人

的・物的被害をもたらした未曾有の大災害です。また、地震と津波に伴い発生した東京電力

福島第一原子力発電所事故は、被害をより深刻なものとしました。 

多くの人々が今も避難生活を余儀なくされているなか、被災者に対する嫌がらせやいじめ、

原発事故に伴う風評に基づく偏見や差別が今なお存在しています。また、避難生活では、介

護の必要な人、妊産婦、乳幼児、難病患者、日本語の話せない外国人など、避難者の多様な

ニーズに対応した支援や配慮の必要性などが改めて認識されました。 

  災害は多くの人命を危険にさらします。こうした時こそ、一人ひとりが被災者の状況を理解

し、人権に配慮しながら支援していく意識啓発に取り組むことが必要です。 

 

（９） 職業に対する偏見や差別 

  「職業選択の自由」はすべての人に保障されており、誰もが自由に自分の適性や能力に応

じて職業を選ぶことができるものとされています。しかし、社会的差別との関わりや宗教的、

道徳的な理由のほか、「力仕事に従事しているから」「非正規社員だから」など、仕事の中身

やその人のことを知らないにもかかわらず、特定の職業やその従事者に対する偏見や差別

が存在しています。 

  就職は、人の生涯に大きな影響を及ぼすものであり、求人募集・採用選考にあたっては、求

職者などの個人情報を適正に管理するとともに、差別のない公正な採用選考が行われる必

要があります。あらゆる職業や働き方の違いを一人ひとりが理解・尊重し、偏見や差別を解

消していくための教育・啓発に取り組むことが必要です。 
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第４章 推進プランの体制と進行管理 

 

１． 推進プランの体制 

 

(1) 実施体制 

① 太子町人権協会との連携強化 

人権啓発活動に取り組んでいる太子町人権協会を「人権尊重のまちづくり」を推進していく

ための連携・協力団体として、育成・強化を図ります。 

 

② 人権行政を担う職員の養成 

1) 人権リーダーの養成・配置 

町職員の自発的な人権の取組を促進するため、各部署における人権リーダーを養成・配

置していきます。その際、大阪府が実施する「大阪府人権総合講座」などを活用し、計画的

な人材養成に取り組みます。 

 

2) 職員研修 

人権行政を担う町職員の人権意識を高めるため、計画的な職員研修に取り組みます。 

 

③ 庁内体制の整備 

1) 太子町人権施策推進本部 

人権施策の総合的な推進を図るため、町長を本部長とし、各部署の責任者で構成する「太

子町人権施策推進本部」を定期的に開催し、全庁的な人権施策の推進を図ります。 

 

2) 太子町人権施策推進本部幹事会 

各部署の課長で構成する「太子町人権施策推進本部幹事会」を定期的に開催し、「太子町

人権施策推進本部」の円滑な運営にあたります。 

 

④ 太子町人権尊重のまちづくり審議会 

太子町人権尊重のまちづくり条例に基づき設置している「太子町人権尊重のまちづくり審議

会」を定期的に開催し、計画の進捗状況に関する審議や人権施策に関する様々な提言をい

ただきます。 

 

(2) 国や大阪府などとの連携 

国や大阪府、近隣自治体との連携を図り、人権教育や人権啓発、人権相談などを効果的に行

うため、人権に関する研修会の実施や情報交換の機会の充実に努めます。 
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(3) 住民など多様な主体との連携 

 人権施策は町の主体性のもと、住民、NPO 法人、事業者、各機関、団体などの多様な主体が、

それぞれの役割と責任を自覚しつつ、互いに協力する参画と連携のもとで推進していきます。ま

た、各主体の人権に関する活動への様々な支援を通じて、新たな協働体制やネットワーク化に

つなげるように努めます。  

 

２． 進行管理 

 

計画の適切な進捗管理・評価を行うために、毎年、事業を所管する部署から、計画に基づく

進捗状況を把握するとともに評価し、評価結果をもとに改善を図ります。計画期間中、社会情勢

の変化に対応した新たな施策についても進捗状況の把握、進行管理の対象とします。評価・改

善については PDCAサイクルの仕組みを取り入れた進行管理を行います。 

なお、取組状況の評価については「太子町人権施策推進本部」で点検するとともに、「太子町

人権尊重のまちづくり審議会」に報告し、意見をいただきます。 

  

ＰＤＣＡサイクルとは、計画を策定し（Plan）、これを実行に移し（Do）、その成果を点検し

（Check）、これを踏まえて改善し（Action）、さらに次の計画へとつなげていく（Plan）も

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 
  
人権行政推進プランの策定・見
直し 
（行政） 

Action（改善・反映） 
  
課題の把握 事業手法の改善 
評価の見直し 
（行政） 

Do（実行） 
  
施策・事業の実行 
（行政・住民・事業者など） 

Check（評価・点検） 
  
成果・進捗状況 事業・施策評価 
社会・経済情勢の変化 
（人権尊重のまちづくり審議会） 
（人権施策推進本部） 
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用語解説 
P.1 
P.3 
P.9 
P.31 

ヘイトスピーチ 

特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に， 日本社会から追い出そうと

したり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動。 

P.1 

P.34 

性的マイノリティ 

生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しない人、性的指向（人の恋愛・性

愛がどういう対象に向かうのかを示す概念）が、同性や両性（男女両方）に向いている人など、社会

的には少数派となる人たちのこと。  性的マイノリティのカテゴリーを表す言葉の一つとして

「LGBTQ」がある。 

P.2 地域共生社会 

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いう関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越え

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 

P.2 
P.10 
P.12 
P.14 
P.32 

パワーハラスメント 

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素をすべて満た

すもの。 

P.3 

P.34 

性的指向 

人の恋愛・性愛がどのような対象に向かうのかを示すもの。具体的には、対象が異性に向かう異性

愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモセクシュアル）、男女両方に向かう両性愛（バイ

セクシュアル）を指す。 

P.3 

P.34 

性自認 

自分の性をどのように認識しているのか、どのようなアイデンティティ（性同一性）を自分の感覚とし

て持っているかを示すもの。生物学的な性と一致しない場合もある。 

P.11 ＬＧＢＴＱ 

セクシュアリティを表すアルファベットの頭文字を綴った言葉。Ｌ＝レズビアン（自分を女性と自認し、

女性を好きになる人） Ｇ＝ゲイ（自分を男性と自認し、男性を好きになる人） Ｂ＝バイセクシュアル

（女性を好きになることもあれば、男性を好きになることもある人）  Ｔ＝トランスジェンダー（生まれ

た時の法的・社会的性別とは違う性別で生きることを望む人） Ｑ＝クエスチョニング（自分の性別

が分からない、決めていない人）を表している。 

P.13 地域コミュニティ活動 

町会・自治会をはじめ、老人会や婦人会、子ども会、地域づくり団体などの様々な団体や、住民同士

の集まりが、地域をより良くするために活動を行うこと。 
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P.13 

P.23 

子どもの貧困 

生まれ育った家庭や様々な事情により、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保され

ていない子どもたちが存在する社会問題。毎日の衣食住に事欠く「絶対的貧困」とは異なり、日本の

文化水準や生活水準と比較して困窮した状態である「相対的貧困」により、見えにくい問題となって

いる。 

P.14 

P.38 

8050問題 

「はちまる・ごーまる」問題。８０歳代の親が働いていない独身の５０歳代の子と同居し、経済面を含

めた支援を行うなどの生活問題。 

P.14 外国にルーツのある人 

在日外国人を表す言葉に、「オールドカマー」と「ニューカマー」がある。「オールドカマー」は、第２次

世界大戦以前から日本に住んでいた朝鮮半島出身の人とその子孫、中国・台湾からの華僑とその

子孫のことで、ほとんどが「特別永住者」の資格を持つ。これに対して、主に１９８０年代以降に渡日し

た外国人を「ニューカマー」と呼び、中国・韓国・ブラジル・ベトナムなど様々なルーツを持つ人々が

いる。それぞれ、日本に来るまでの過程も定住に至るまでの経緯も異なる。 

P.14 
P.25 
P.32 

セクシュアル・ハラスメント 

優位な力関係を背景に、相手の意に反して行われる性的な言動。 

P.14 

P.28 

認知症 

一度獲得した知能が、後天的に脳や身体疾患を原因として慢性的に低下をきたした状態で、社会

生活、家庭生活に影響を及ぼす状態と定義されている。 

P.15 
P.16 
P.21 
P.22 
P.24 
P.42 

ＮＰＯ法人 

Non-Profit Organization の略。民間の非営利組織で、ボランティア団体等の市民活動団体や

公益を目的とした公益法人、社会福祉法人、医療法人、福祉公社等の営利を目的としない団体。 

P.22 エンパワメント 

本人が本来持っている潜在能力を引き出し、判断力や自己決定力、行動力などが発揮できるように

なること。 

P.23 スクールカウンセラー 

児童・生徒、保護者、教員の相談窓口として問題の解決にあたり、主に相談を中心として、心理面の

サポートを行う専門職。 

P.23 スクールソーシャルワーカー 

教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する専門職。日常生活の悩み、い

じめ、暴力行為、虐待などの問題に対し、児童・生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等

とのネットワークの構築など多様な支援方法を用いて、児童・生徒が自らの力で問題の解決を図れ

るように支援する。 

P.23 

P.33 

SNS 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略。人と人とのつなが

りを促進・支援する、コミュニティ型のWebサイト及びネットサービスのこと。 
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P.24 

P.28 

民生委員児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の立場に立って相談に応じ、必要な

援助を行い、社会福祉の増進に努める人。児童福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に

関する相談にも応じる。 

P.25 男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のこと。 

P.25 配偶者・パートナーからの暴力(DV) 

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力。身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的

な暴力なども含まれる。 

P.25 ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和。国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす

とともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多

様な生き方が選択・実現できること。 

P.26 インクルーシブ教育 

子どもたち一人ひとりが多様であることを前提に、障がいの有無にかかわりなく、自分に合った配慮

を受けながら、地域の通常学級で学べることをめざす教育理念と実践プロセスのこと。 

P.26 合理的配慮 

障がいのある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取

り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、障がいのある人に対し、個別の状況に応じ

て行われる配慮のこと。 

P.26 心のバリアフリー 

バリアとは｢障壁｣のことで、福祉のまちづくりを進めるためには様々な障壁をなくしていくことが必

要となる。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報面や制度面のバ

リア、そして差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリアフリーの重要な側面とな

っている。 

P.26 福祉的就労 

心身に障がいがあり、一般企業で働くことが難しい場合などに福祉サービスを受けながら働く働き

方のこと。福祉的就労では、一人ひとりの状況に合った、働くスキル向上のための支援を受けながら

活動を行う。 

P.26 

P.27 

権利擁護 

判断能力が十分でない人の意思決定を援助し、不利益がないように支援を行うこと。社会福祉法に

おいては、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）、苦情解決、運営適正化委員会な

どが規定されている。また、民法では成年後見制度が規定されている。 
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P.28 地域包括支援センター 

地域における高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として

設置。主な業務は、①包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）、②介護予防支援、③要介護状態等になるお

それのある高齢者の把握等で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職が配置され

ている。 

P.28 

P.29 

安心太子見守りネットワーク 

民生委員をはじめとする地区福祉委員など地域の中で見守りにかかわる人たち、また「見守り協力

員」による声かけや見守りで、誰もが安心して暮らせるまちづくりのひとつとして、在宅生活の不安

感を軽減し、地域で支え合える環境を作るための活動。 

P.28 はーと・ほっと相談室 

生活困窮者自立支援法に基づき設置された自立相談支援機関のこと。収入が不安定であり、家賃

や税金を滞納している、借金があり、生活に困窮している、家族が病気やひきこもりのため仕事が

できない、心身に不調があり就職が困難であるなど、生活に困っている人の自立に向けた相談を行

っている。 

P.28 要支援・要介護認定 

要支援１・２、要介護１～５の７段階にどの程度の介護を必要としているかをランク分けしたもの。訪

問調査の結果をコンピュータで判断する一次判定と、主治医の意見書を加えて医療や福祉の専門

家が判断する二次判定の結果によって決定される。 

P.31 多文化教育 

アメリカの少数民族の公民権運動・文化活性化運動と結合した新しい教育運動から発展したもの。

マイノリティの視点をもち、社会的公正の立場から多様な人種や民族、文化集団の共存・共生をめ

ざす教育理念であり、その実現に向けた教育実践のこと。 

P.32 マタニティ・ハラスメント 

働く女性が、妊娠・出産をきっかけに、職場で、精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を

理由とした解雇や自主退職の強要で、不利益を被ったりするなどの不当な扱いを受けること。 

P.35 ハンセン病 

らい菌が主に皮膚と末梢神経を侵す慢性の感染症。1873（明治６）年ノルウェーのアルマウェル・ハ

ンセン医師が「らい菌（細菌）」を発見したことから、「ハンセン病」と呼ばれている。 
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法令・条約・計画などについての解説 

 

P.2 世界人権宣言 

人権及び自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」

を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めている。１９４８（昭和２３）年１２月１０

日に第３回国連総会において採択された。なお、１９５０（昭和２５）年の第５回国連総会において、毎

年１２月１０日を「人権デー」として、世界中で記念行事を行うことが決議された。 

P.2 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約） 

人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべ

ての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とする。1965（昭和４０）年の第２０回国連総

会において採択され、1969（昭和４４）年に発効。日本は 1995（平成７）年に加入した。 

P.2 

P.31 

国際人権規約 

世界人権宣言の内容をより細かく定め、条約にしたもの。１９０８（昭和４１）年１２月に第２１回国連総

会で採択され、1976（昭和５１）年に発効した。日本は 1979（昭和５４）年に批准している。国際人

権規約は条約のため拘束力があり、人権に関する様々な条約の基本となっている。 

P.2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 

１９７９（昭和５４）年１２月、第３４回国連総会において採択され、１９８１（昭和５６）年に発効。日本の

批准は 1985（昭和６０）年。男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対する

あらゆる差別を撤廃することを基本理念としている。 

P.2 

P. 23 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約) 

子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約。１８歳未満の児童（子ども）を権利

をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特

別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めている。１９８９（平成元）年の国連総会にお

いて採択され、１９９０（平成２）年に発効、日本は 1994（平成６）年に批准した。 

P.2 人権教育のための世界計画 

人権教育プログラムの実施を促進するため、第 1・第 2・第 3 と連続したフェーズからなる「行動計

画」。「人権教育のための国連１０年」の終了を受け、世界的規模で人権教育をさらに発展させるた

めに２００５（平成１７）年１月１１日に開始された。 

P.2 障がい者の権利に関する条約（障がい者権利条約） 

障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障

がい者の権利を実現するための措置等を規定している。2006（平成１８）年に国連総会で条約が採

択され、日本は 2014（平成２６年）１月に締約している。 

P.2 

P.5 

SDGs(持続可能な開発目標) 

2015（平成２７）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に

て記載された２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。１７のゴール・１６９

のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」ことを誓っている。 
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P.2 男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として平成１１年に公

布、施行されたもの。 

P.2 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

人権の擁護を図るために、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国・地方公共団

体及び国民の責務を明らかにし、必要な措置を定めた法律。平成 12年制定。 

P.2 人権教育・啓発に関する基本計画(国) 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推

進するため、平成１４年３月に策定された計画。策定方針や構成を明らかにするともに、国の人権教

育・啓発の現状、基本的な在り方や推進の方策について述べている。 

P.2 

P.38 

犯罪被害者等基本法 

平成１７年４月に施行。「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい

処遇を保障される権利を有する」ことを基本理念としている。 

P.2 

P.37 

自殺対策基本法 

自殺の予防と防止、その家族の支援の充実のために制定された法律。平成１８年１０月施行。この背

景には、平成１２年以降自殺者数が毎年約３万人を超えている（警察庁統計資料による）現状があ

る。 

P.2 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止

法） 

平成１８年４月に施行。高齢者虐待の防止、被虐待者の保護だけでなく、虐待をしている養護者への

支援も法律に位置付けられている。「高齢者虐待」には「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心

理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」が規定されている。 

P.2 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法） 
平成２４年１０月施行。障がい者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見その他の国等の責務、虐

待を受けた障がい者に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置

などが定められている。虐待行為には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、経済的虐

待があ 

P.2 子どもの貧困対策の推進に関する法律 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子ど

もが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、平成２６年１月に施

行された。さらに、令和元年６月に同法が改正され、子どもの「将来」だけでなく「現在」の生活等に

向けても子どもの貧困対策を総合的に推進することなど、法律の目的・基本理念が充実された。ま

た、教育の支援については、教育の機会均等が図られるべき趣旨が明確化された。 
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P.2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

少子高齢化により将来的な労働力の減少が予想される中で、「働きたい女性が活躍できる労働環

境の整備を企業に義務付けることで、女性が働きやすい社会を実現すること」を目的として、平成２

８年４月に１０年間の時限立法として施行された。 

P.2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

平成２８年施行。障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、

地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などにつ

いて定めている。すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としている。 

P.2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

（ヘイトスピーチ解消法） 

平成２８年６月に施行。本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言してい

る。また、その解消にむけた取組について、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動などを実施す

ることが定められている。 

P.2 部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法） 

部落差別のない社会を実現することを目的として、平成２８年１２月に施行された。相談体制の充

実、教育及び啓発の実施、部落差別の実態に係る調査などに取り組むことが定められている。 

P.2 日本語教育の推進に関する法律(日本語教育推進法） 

日本に居住する外国人が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境を整備し、多様な

文化を尊重した活力ある共生社会の実現・諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持発展に寄

与することを目的として、令和元年６月に施行された。 

P.2 

P.23 

児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） 

平成１２年１１月に施行。それまでの児童福祉法にも盛り込まれていた通告の義務、立ち入り調査、

一時保護、家庭裁判所への申し立てがより有効に行使されるようになった。この法律によってはじめ

て、児童虐待とは身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四種類であると定義された。 

P.2 

P.32 

改正労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止法） 

パワーハラスメントの基準を法律で定めることによって、具体的な防止措置を企業に義務化する。 

P.3 差別のない社会づくりのためのガイドライン（大阪府） 

国が定めた基本方針を参考に、障がいを理由とする差別について府民の関心と理解を深めるため

に作成されている。何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が望ましいのかなど

について、基本的な考え方をわかりやすく示し、事例等を盛り込むことで、府民がより具体的なイメ

ージをもてることをめざしている。 

P.38 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 

「目的」の条文中に「先住民族であるアイヌの人々」と記載して先住民族としての認識を示し、アイヌ

の人々が民族として誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現をめざ

す。令和元年 5月に施行。 
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太子町人権に関する住民意識調査 

調査概要 

 

1. 調査目的 

太子町では、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざし、さまざまな人権啓発活動をおこなって

います。本調査は、これまでの人権施策の成果や課題を把握するとともに、今後のより効果的な人権啓発

活動のあり方を検討するための基礎資料とすることを目的としています。 

 

2. 調査方法 

(1) 調査対象者 

対   象   無作為に抽出した 16歳以上の太子町民 

対象者数  １，０００人 

 

(2) 調査方法 

郵送配布・郵送回収 

 

(3) 調査期間 

令和２年 5月 29日 ～ ６月 12日 

 

3. 回収状況 

配 布 数 １，０００件 

有効回収数 ４１０件 

回 収 率 ４１．０％ 
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調査結果(集計表) 

 

1. 人権に関する意識 

 

問１ あなたは、｢人権｣についてふだんどのように意識していますか。もっともあてはまると思う番号１つに

○をつけてください。 

 

表１．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

非常に大切なことだと認識している 148  36.1% 

大切なことだとは思うが、普段はあまり意識していない 218  53.2% 

ほとんど意識したことがない 26  6.3% 

自分には関係がないと思っている 1  0.2% 

｢人権｣という言葉を聞くとやっかいなものと感じる 8  2.0% 

その他 1  0.2% 

無回答 8  2.0% 

合計 410  100.0% 

 

2. 回答者の属性 

 

問２ あなたの性別について、あなたの思う番号１つに○をつけてください。 

 

表２．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

男 167  40.7% 

女 241  58.8% 

その他 0  0.0% 

無回答 2  0.5% 

合計 410  100.0% 

 

問３ 令和２年５月１日現在のあなたの年齢をお答えください。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

表３．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

２０歳未満 19  4.6% 

２０～２９歳 30  7.3% 

３０～３９歳 22  5.4% 

４０～４９歳 60  14.6% 

５０～５９歳 64  15.6% 

６０～６９歳 73  17.8% 

７０～７９歳 91  22.2% 

８０歳以上 50  12.2% 

無回答 1  0.2% 

合計 410  100.0% 
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問４ あなたの職業等について、もっともあてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

表４．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

民間企業･団体等の経営者･役員等 12  2.9% 

常時雇用されている従業者(公務員･教員) 25  6.1% 

常時雇用されている従業者(民間企業･団体等) 78  19.0% 

常時雇用されていない従業者(臨時雇用･パート･アルバイトなど) 63  15.4% 

自営業、自由業(個人事業主など、さまざまな専門技術職や家族従業者を含む) 29  7.1% 

専業主婦･主夫 80  19.5% 

学生 27  6.6% 

その他 2  0.5% 

無職 89  21.7% 

無回答 5  1.2% 

合計 410  100.0% 

 

3. 人権学習の経験 

 

問５ あなたは、職場や学校などで、人権に関して学んだ経験はありますか。あてはまる番号１つに○をつけ

てください。 

 

表５．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

ある 324  79.0% 

ない 77  18.8% 

その他 1  0.2% 

無回答 8  2.0% 

合計 410  100.0% 

 

問５-１ ｢問５｣で｢１．ある｣と答えた方におたずねします。人権に関してどこで学びましたか。あてはまる番号

全てに○をつけてください。 

 

表６．(N=324､MA)   

項目 件数 割合(％) 

小学校 156  48.1% 

中学校 202  62.3% 

高等学校 153  47.2% 

大学、短期大学 62  19.1% 

職場 114  35.2% 

その他 24  7.4% 

無回答 1  0.3% 
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4. 人権課題の認知状況 《その１》 

 

問６ あなたは、次の人権課題について知っていますか。知っているものに○をつけてください。 

また、それをどのようなきっかけで知りましたか。あてはまる番号全てに○をつけてください。 

 

表７．(N=410､MA)   

項目 件数 割合(％) 

女性の人権(セクハラ、ＤＶなど) 369  90.0% 

子どもの人権(いじめ、体罰、性被害などを含む虐待) 372  90.7% 

高齢者の人権 307  74.9% 

障がいのある人の人権 356  86.8% 

同和問題(部落差別) 356  86.8% 

外国人の人権 290  70.7% 

ヘイトスピーチについて 270  65.9% 

無回答 13  3.2% 

 

問６(1) 女性の人権(セクハラ、ＤＶなど) 

 

表８．(N=369､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 16  4.3% 

友人･知人 27  7.3% 

新聞･テレビ･ラジオ 290  78.6% 

インターネット 74  20.1% 

学校教育 60  16.3% 

行政の情報(広報など) 33  8.9% 

職場 79  21.4% 

地域社会 30  8.1% 

無回答 2  0.5% 

 

問６(2) 子どもの人権(いじめ、体罰、性被害などを含む虐待) 

 

表９．(N=372､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 25  6.7% 

友人･知人 24  6.5% 

新聞･テレビ･ラジオ 271  72.8% 

インターネット 74  19.9% 

学校教育 115  30.9% 

行政の情報(広報など) 34  9.1% 

職場 38  10.2% 

地域社会 38  10.2% 

無回答 4  1.1% 
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問６(3) 高齢者の人権 

 

表 10．(N=307､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 28  9.1% 

友人･知人 15  4.9% 

新聞･テレビ･ラジオ 213  69.4% 

インターネット 57  18.6% 

学校教育 49  16.0% 

行政の情報(広報など) 38  12.4% 

職場 51  16.6% 

地域社会 46  15.0% 

無回答 3  1.0% 

 

問６(4) 障がいのある人の人権 

 

表 11．(N=356､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 32  9.0% 

友人･知人 29  8.1% 

新聞･テレビ･ラジオ 216  60.7% 

インターネット 63  17.7% 

学校教育 108  30.3% 

行政の情報(広報など) 43  12.1% 

職場 70  19.7% 

地域社会 49  13.8% 

無回答 2  0.6% 

 

問６(5) 同和問題(部落差別) 

 

表 12．(N=356､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 53  14.9% 

友人･知人 45  12.6% 

新聞･テレビ･ラジオ 126  35.4% 

インターネット 36  10.1% 

学校教育 195  54.8% 

行政の情報(広報など) 38  10.7% 

職場 60  16.9% 

地域社会 53  14.9% 

無回答 2  0.6% 
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問６(6) 外国人の人権 

 

表 13．(N=290､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 13  4.5% 

友人･知人 17  5.9% 

新聞･テレビ･ラジオ 202  69.7% 

インターネット 56  19.3% 

学校教育 64  22.1% 

行政の情報(広報など) 21  7.2% 

職場 42  14.5% 

地域社会 18  6.2% 

無回答 5  1.7% 

 

問６(7) ヘイトスピーチについて 

 

表 14．(N=270､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 5  1.9% 

友人･知人 6  2.2% 

新聞･テレビ･ラジオ 208  77.0% 

インターネット 59  21.9% 

学校教育 32  11.9% 

行政の情報(広報など) 17  6.3% 

職場 29  10.7% 

地域社会 16  5.9% 

無回答 2  0.7% 

 

問６-１ ｢問６｣の設問(1)～(7)のうち、特に対応すべき人権課題はどれだと思いますか。該当するものの番

号を２つまで記入してください。 

 

表 15．(N=410､2LA)     

項目 件数 割合(％) 

女性の人権(セクハラ、ＤＶなど) 155  37.8% 

子どもの人権(いじめ、体罰、性被害などを含む虐待) 289  70.5% 

高齢者の人権 53  12.9% 

障がいのある人の人権 132  32.2% 

同和問題(部落差別) 30  7.3% 

外国人の人権 14  3.4% 

ヘイトスピーチについて 18  4.4% 

無回答 57  13.9% 
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5. 人権に関わる個別事象についての認識 《その１》 

 

問７ あなたは、次の考え方に対してどのように思いますか。あなたの考えにもっとも近いと思う番号に○を

それぞれ１つずつつけてください。 

 

問７(1) 夫婦の間であっても、暴力をふるうことは許されない。 

 

表 16．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 379  92.4% 

ややそう思う 17  4.1% 

どちらともいえない 10  2.4% 

あまりそう思わない 0  0.0% 

そう思わない 1  0.2% 

無回答 3  0.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(2) 親の世話や介護は、女性の役割である。 

 

表 17．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 5  1.2% 

ややそう思う 27  6.6% 

どちらともいえない 100  24.4% 

あまりそう思わない 51  12.4% 

そう思わない 223  54.4% 

無回答 4  1.0% 

合計 410  100.0% 

 

問７(3) 採用や昇任など、職場での男女の待遇の違いはやむを得ない。 

 

表 18．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 13  3.2% 

ややそう思う 71  17.3% 

どちらともいえない 82  20.0% 

あまりそう思わない 69  16.8% 

そう思わない 161  39.3% 

無回答 14  3.4% 

合計 410  100.0% 

 

  



巻末資料② 太子町人権に関する住民意識調査 

巻末資料 15 

 

問７(4) いじめは、いじめられる側にも問題がある。 

 

表 19．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 26  6.3% 

ややそう思う 67  16.3% 

どちらともいえない 116  28.3% 

あまりそう思わない 62  15.1% 

そう思わない 132  32.2% 

無回答 7  1.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(5) 子どもは、保護者や大人の意見に従えばよい。 

 

表 21．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 29  7.1% 

ややそう思う 70  17.1% 

どちらともいえない 113  27.6% 

あまりそう思わない 78  19.0% 

そう思わない 113  27.6% 

無回答 7  1.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(6) 高齢者は、あまり自己主張せず、家族やまわりの者の言うことを聞いた方がよい。 

 

表 21．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 29  7.1% 

ややそう思う 70  17.1% 

どちらともいえない 113  27.6% 

あまりそう思わない 78  19.0% 

そう思わない 113  27.6% 

無回答 7  1.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(7) 働く意欲や能力がある高齢者の雇用や待遇が十分に保証されていないのはおかしい。 

 

表 22．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 126  30.7% 

ややそう思う 148  36.1% 

どちらともいえない 86  21.0% 

あまりそう思わない 21  5.1% 

そう思わない 16  3.9% 

無回答 13  3.2% 

合計 410  100.0% 
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問７(8) 障がいのある人が社会参加しやすくするために、地域住民が交流する機会を増やすべきだ。 

 

表 23．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 150  36.6% 

ややそう思う 144  35.1% 

どちらともいえない 88  21.5% 

あまりそう思わない 9  2.2% 

そう思わない 9  2.2% 

無回答 10  2.4% 

合計 410  100.0% 

 

問７(9) 障がいのある人は、自分の行動について、自分で選択や決定する機会が制限されても仕方がない。 

 

表 24．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 13  3.2% 

ややそう思う 51  12.4% 

どちらともいえない 131  32.0% 

あまりそう思わない 76  18.5% 

そう思わない 125  30.5% 

無回答 14  3.4% 

合計 410  100.0% 

 

問７(10) 同和問題(部落差別)は、過去にはあったが、今は存在しない。 

 

表 25．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 47  11.5% 

ややそう思う 65  15.9% 

どちらともいえない 127  31.0% 

あまりそう思わない 64  15.6% 

そう思わない 92  22.4% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(11) 自分の身内が同和地区出身者と結婚することには反対する。 

 

表 26．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 34  8.3% 

ややそう思う 59  14.4% 

どちらともいえない 157  38.3% 

あまりそう思わない 48  11.7% 

そう思わない 97  23.7% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 
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問７(12) 外国人は、賃貸住宅などの入居を断られても仕方がない。 

 

表 27．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 4  1.0% 

ややそう思う 24  5.9% 

どちらともいえない 120  29.3% 

あまりそう思わない 85  20.7% 

そう思わない 162  39.5% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 

 

問７(13) 外国の生活習慣や文化などへの理解が欠けており、地域社会の受入れが十分でない。 

 

表 28．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 62  15.1% 

ややそう思う 137  33.4% 

どちらともいえない 131  32.0% 

あまりそう思わない 43  10.5% 

そう思わない 13  3.2% 

無回答 24  5.9% 

合計 410  100.0% 

 

6. 人権課題の認知状況 《その２》 

 

問８ あなたは、次の人権課題について知っていますか。知っているものに○をつけてください。また、それ

をどのようなきっかけで知りましたか。あてはまる番号全てに○をつけてください。 

 

表 29．(N=410､MA)   

項目 件数 割合「(％) 

ハンセン病回復者への人権侵害 302  73.7% 

刑を終えて出所した人への人権侵害 289  70.5% 

犯罪被害者等への人権侵害 285  69.5% 

インターネット上の人権侵害 326  79.5% 

性的マイノリティへの人権侵害 327  79.8% 

自殺や自死遺族に対する偏見や差別 250  61.0% 

パワーハラスメントについて 362  88.3% 

引きこもりに対する偏見や差別 296  72.2% 

無回答 24  5.9% 
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問８(1) ハンセン病回復者への人権侵害 

 

表 30．(N=302､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 17  5.6% 

友人･知人 9  3.0% 

新聞･テレビ･ラジオ 241  79.8% 

インターネット 40  13.2% 

学校教育 44  14.6% 

行政の情報(広報など) 17  5.6% 

職場 21  7.0% 

地域社会 11  3.6% 

無回答 2  0.7% 

 

問８(2) 刑を終えて出所した人への人権侵害 

 

表 31．(N=289､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 5  1.7% 

友人･知人 9  3.1% 

新聞･テレビ･ラジオ 237  82.0% 

インターネット 50  17.3% 

学校教育 16  5.5% 

行政の情報(広報など) 9  3.1% 

職場 21  7.3% 

地域社会 15  5.2% 

無回答 3  1.0% 

 

問８(3) 犯罪被害者等への人権侵害 

 

表 32．(N=285､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 6  2.1% 

友人･知人 2  0.7% 

新聞･テレビ･ラジオ 247  86.7% 

インターネット 60  21.1% 

学校教育 11  3.9% 

行政の情報(広報など) 7  2.5% 

職場 14  4.9% 

地域社会 14  4.9% 

無回答 2  0.7% 
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問８(4) インターネット上の人権侵害 

 

表 33．(N=326､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 9  2.8% 

友人･知人 11  3.4% 

新聞･テレビ･ラジオ 265  81.3% 

インターネット 118  36.2% 

学校教育 25  7.7% 

行政の情報(広報など) 9  2.8% 

職場 16  4.9% 

地域社会 7  2.1% 

無回答 3  0.9% 

 

問８(5) 性的マイノリティへの人権侵害 

 

表 34．(N=327､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 6  1.8% 

友人･知人 13  4.0% 

新聞･テレビ･ラジオ 273  83.5% 

インターネット 84  25.7% 

学校教育 28  8.6% 

行政の情報(広報など) 15  4.6% 

職場 23  7.0% 

地域社会 14  4.3% 

無回答 2  0.6% 

 

問８(6) 自殺や自死遺族に対する偏見や差別 

 

表 35．(N=250､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 12  4.8% 

友人･知人 10  4.0% 

新聞･テレビ･ラジオ 207  82.8% 

インターネット 53  21.2% 

学校教育 9  3.6% 

行政の情報(広報など) 10  4.0% 

職場 12  4.8% 

地域社会 14  5.6% 

無回答 2  0.8% 
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問８(7) パワーハラスメントについて 

 

表 36．(N=362､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 9  2.5% 

友人･知人 29  8.0% 

新聞･テレビ･ラジオ 299  82.6% 

インターネット 83  22.9% 

学校教育 23  6.4% 

行政の情報(広報など) 15  4.1% 

職場 84  23.2% 

地域社会 11  3.0% 

無回答 2  0.6% 

 

問８(8) 引きこもりに対する偏見や差別 

 

表 37．(N=296､MA)   

項目 件数 割合(％) 

家族･親戚 18  6.1% 

友人･知人 27  9.1% 

新聞･テレビ･ラジオ 235  79.4% 

インターネット 59  19.9% 

学校教育 18  6.1% 

行政の情報(広報など) 10  3.4% 

職場 21  7.1% 

地域社会 21  7.1% 

無回答 4  1.4% 

 

7. 人権に関わる個別事象についての認識 《その２》 

 

問９ あなたは、次の考え方に対してどのように思いますか。あなたの考えにもっとも近いと思う番号に○を

それぞれ１つずつつけてください。 

 

問９(1) ハンセン病回復者とは、一緒に食事や入浴をしない。 

 

表 38．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 24  5.9% 

ややそう思う 25  6.1% 

どちらともいえない 146  35.6% 

あまりそう思わない 73  17.8% 

そう思わない 120  29.3% 

無回答 22  5.4% 

合計 410  100.0% 
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問９(2) 刑を終えて出所した人に対して、雇用や関わりを避ける。 

 

表 39．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 30  7.3% 

ややそう思う 77  18.8% 

どちらともいえない 165  40.2% 

あまりそう思わない 65  15.9% 

そう思わない 51  12.4% 

無回答 22  5.4% 

合計 410  100.0% 

 

問９(3) 犯罪被害者やその家族が、捜査や刑事裁判で精神的負担を受けないように保護するべきだ。 

 

表 40．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 238  58.0% 

ややそう思う 93  22.7% 

どちらともいえない 43  10.5% 

あまりそう思わない 6  1.5% 

そう思わない 15  3.7% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 

 

問９(4) 子どもたちの間で、インターネットやＳＮＳを利用したいじめが発生している。 

 

表 41．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 215  52.4% 

ややそう思う 106  25.9% 

どちらともいえない 39  9.5% 

あまりそう思わない 9  2.2% 

そう思わない 11  2.7% 

無回答 30  7.3% 

合計 410  100.0% 

 

問９(5) インターネット上は、誰もが自由に書き込める場なので、他人の誹謗中傷を書き込んでも問題はな

い。 

 

表 42．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 3  0.7% 

ややそう思う 4  1.0% 

どちらともいえない 15  3.7% 

あまりそう思わない 29  7.1% 

そう思わない 343  83.7% 

無回答 16  3.9% 

合計 410  100.0% 
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問９(6) 結婚は、男性と男性、女性と女性などでも認められるべきだ。 

 

表 43．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 88  21.5% 

ややそう思う 63  15.4% 

どちらともいえない 139  33.9% 

あまりそう思わない 38  9.3% 

そう思わない 69  16.8% 

無回答 13  3.2% 

合計 410  100.0% 

 

問９(7) 家族から、LGBTQ などの性的マイノリティであることを打ち明けられても、意思を尊重し、変わり

なく受け入れられる。 

 

表 44．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 94  22.9% 

ややそう思う 79  19.3% 

どちらともいえない 153  37.3% 

あまりそう思わない 21  5.1% 

そう思わない 37  9.0% 

無回答 26  6.3% 

合計 410  100.0% 

 

問９(8) 自殺の多くは、社会的に追い込まれた末の死である。 

 

表 45．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 94  22.9% 

ややそう思う 94  22.9% 

どちらともいえない 142  34.6% 

あまりそう思わない 34  8.3% 

そう思わない 29  7.1% 

無回答 17  4.1% 

合計 410  100.0% 

 

問９(9) 人前で部下を長時間にわたり大声で叱るのはハラスメントだ。 

 

表 46．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 303  73.9% 

ややそう思う 57  13.9% 

どちらともいえない 28  6.8% 

あまりそう思わない 1  0.2% 

そう思わない 6  1.5% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 
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問９(10) 引きこもりの状態になるのは、本人や家族の責任だ。 

 

表 47．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 25  6.1% 

ややそう思う 51  12.4% 

どちらともいえない 171  41.7% 

あまりそう思わない 55  13.4% 

そう思わない 92  22.4% 

無回答 16  3.9% 

合計 410  100.0% 

 

8. 社会についての認識 

 

問 10 あなたは、今の社会について、次のような意見に対し、どのように思いますか。あなたの考えに近い

番号に○をそれぞれ１つずつつけてください。 

 

問 10(1) 努力しない人を社会が面倒を見るのはおかしい。 

 

表 48．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 90  22.0% 

ややそう思う 129  31.5% 

どちらともいえない 114  27.8% 

あまりそう思わない 32  7.8% 

そう思わない 31  7.6% 

無回答 14  3.4% 

合計 410  100.0% 

 

問 10(2) 貧困はその人の責任だから、救う必要はない。 

 

表 49．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 5  1.2% 

ややそう思う 29  7.1% 

どちらともいえない 138  33.7% 

あまりそう思わない 112  27.3% 

そう思わない 114  27.8% 

無回答 12  2.9% 

合計 410  100.0% 
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問 10(3) 人権尊重が叫ばれる一方で、権利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人が増えてきた。 

 

表 50．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 118  28.8% 

ややそう思う 172  42.0% 

どちらともいえない 90  22.0% 

あまりそう思わない 10  2.4% 

そう思わない 5  1.2% 

無回答 15  3.7% 

合計 410  100.0% 

 

9. 人権に関する法律や条例の認知 

 

問 11 あなたは、次の人権に関する法律や条例等があることを知っていますか。知っている番号全てに○を

つけてください。 

 

表 51．(N=410､MA)   

項目 件数 構成(％) 

世界人権宣言 267  65.1% 

障害者差別解消法 147  35.9% 

ヘイトスピーチ解消法 142  34.6% 

部落差別解消推進法 191  46.6% 

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 80  19.5% 

大阪府人権尊重の社会づくり条例 82  20.0% 

大阪府性の多様性理解増進条例 34  8.3% 

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例 86  21.0% 

無回答 96  23.4% 
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10. 太子町における取組の認知と参加経験 

 

問 12 あなたは、太子町や太子町人権協会が行う人権に関する事業等について、どれを知っていますか。知

っている番号全てに○をつけてください。 

また、｢８｣～｢１１｣に○をつけられた方は、｢参加経験｣についてもお答えください。これら以外にあ

れば、｢１３．その他｣にご記入ください。 

 

表 52．(N=410､MA)   

項目 件数 割合(％) 

太子町人権尊重のまちづくり条例 113  27.6% 

太子町人権行政基本方針 44  10.7% 

太子町人権行政推進プラン 33  8.0% 

太子町男女共同参画推進条例 58  14.1% 

太子町男女共同参画推進計画 47  11.5% 

太子町住民票の写し等の第三者交付に係る本人等通知制度 71  17.3% 

人権相談(人権擁護委員による特設人権相談を含む) 105  25.6% 

太子町人権啓発推進大会 92  22.4% 

太子町人権協会子どもの人権を守る部会・夏の親子映画会 134  32.7% 

太子町人権協会子どもの人権を守る部会・コンサートなど 92  22.4% 

南河内男女共同参画社会研究会講演会 50  12.2% 

広報太子 人権コーナー｢気づく｣ 152  37.1% 

その他 5  1.2% 

無回答 152  37.1% 

 

問 12(8) 太子町人権啓発推進大会 

 

表 53．(N=92)   

項目 件数 構成比(％) 

あり 31  33.7% 

なし 55  59.8% 

無回答 6  6.5% 

合計 92  100.0% 

 

問 12(9) 太子町人権協会子どもの人権を守る部会・夏の親子映画会 

 

表 54．(N=134)   

項目 件数 構成比(％) 

あり 74  55.2% 

なし 55  41.0% 

無回答 5  3.7% 

合計 134  100.0% 
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問 12(10) 太子町人権協会子どもの人権を守る部会・コンサートなど 

 

表 55．(N=92)   

項目 件数 構成比(％) 

あり 46  50.0% 

なし 42  45.7% 

無回答 4  4.3% 

合計 92  100.0% 

 

問 12(11) 南河内男女共同参画社会研究会講演会 

 

表 56．(N=50)   

項目 件数 構成比(％) 

あり 21  42.0% 

なし 25  50.0% 

無回答 4  8.0% 

合計 50  100.0% 

 

11. 太子町が「人権が尊重されるまち｣であると思うか 

 

問 13 太子町は、次の人権課題について｢人権が尊重されるまち｣であると思いますか。あなたの考えに近

い番号に○をそれぞれ１つずつつけてください。 

 

問 13(1) 男性と女性がともに、仕事や家事、地域での活動に参加し、その個性と能力を十分に発揮できる

まちである。 

 

表 57．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 35  8.5% 

ややそう思う 101  24.6% 

どちらともいえない 173  42.2% 

あまりそう思わない 43  10.5% 

そう思わない 17  4.1% 

無回答 41  10.0% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(2) 配偶者･パートナーなどからの暴力(ＤＶ)の相談が受けられ、安心して暮らせるまちである。 

 

表 58．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 32  7.8% 

ややそう思う 78  19.0% 

どちらともいえない 211  51.5% 

あまりそう思わない 23  5.6% 

そう思わない 10  2.4% 

無回答 56  13.7% 

合計 410  100.0% 
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問 13(3) 子どもが各々の個性を発揮し、夢や目標に向かって、いきいきと暮らせるまちである。 

 

表 59．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 44  10.7% 

ややそう思う 126  30.7% 

どちらともいえない 144  35.1% 

あまりそう思わない 38  9.3% 

そう思わない 15  3.7% 

無回答 43  10.5% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(4) 子育て家庭が安心して子どもを産み育てられるまちである。 

 

表 60．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 81  19.8% 

ややそう思う 159  38.8% 

どちらともいえない 95  23.2% 

あまりそう思わない 29  7.1% 

そう思わない 11  2.7% 

無回答 35  8.5% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(5) 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちである。 

 

表 61．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 85  20.7% 

ややそう思う 162  39.5% 

どちらともいえない 92  22.4% 

あまりそう思わない 32  7.8% 

そう思わない 12  2.9% 

無回答 27  6.6% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(6) 高齢者がさまざまな活動の場に恵まれ、社会参加を通じ、生きがいを持って暮らせるまちである。 

 

表 62．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 48  11.7% 

ややそう思う 139  33.9% 

どちらともいえない 142  34.6% 

あまりそう思わない 33  8.0% 

そう思わない 13  3.2% 

無回答 35  8.5% 

合計 410  100.0% 
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問 13(7) 障がいのある人が就労の機会に恵まれ、自立した生活を営めるまちである。 

 

表 63．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 23  5.6% 

ややそう思う 67  16.3% 

どちらともいえない 187  45.6% 

あまりそう思わない 54  13.2% 

そう思わない 25  6.1% 

無回答 54  13.2% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(8) 障がいのある人がさまざまな相談ができ、安心して生活を営めるまちである。 

 

表 64．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 29  7.1% 

ややそう思う 68  16.6% 

どちらともいえない 201  49.0% 

あまりそう思わない 44  10.7% 

そう思わない 14  3.4% 

無回答 54  13.2% 

合計 410  100.0% 

 

問 13(9) 外国人が地域社会の一員として、さまざまな相談や情報提供を受けることができるなど、充実し

た生活が営めるまちである。 

 

表 65．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 16  3.9% 

ややそう思う 54  13.2% 

どちらともいえない 214  52.2% 

あまりそう思わない 44  10.7% 

そう思わない 25  6.1% 

無回答 57  13.9% 

合計 410  100.0% 

 

問13(10) 犯罪被害者やその家族が再び平穏に暮らせるようになるために、地域の人々の理解や協力が得

られるまちである。 

 

表 66．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 13  3.2% 

ややそう思う 41  10.0% 

どちらともいえない 226  55.1% 

あまりそう思わない 50  12.2% 

そう思わない 22  5.4% 

無回答 58  14.1% 

合計 410  100.0% 
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問 13(11) ＬＧＢＴQ などの性的マイノリティの人が差別を受けることなく、自分らしく生きることができる

まちである。 

 
表 67．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

そう思う 14  3.4% 

ややそう思う 42  10.2% 

どちらともいえない 221  53.9% 

あまりそう思わない 55  13.4% 

そう思わない 18  4.4% 

無回答 60  14.6% 

合計 410  100.0% 

 

12. 人権に関わる問題事案の見聞等について 
 

問 14 あなたは、人権を尊重する立場から見て問題と思われる言動を、最近５年間で身近で見聞きしたこと

がありましたか。どちらかの番号に○をつけてください。 

 

表 68．(N=410)   

項目 件数 構成比(％) 

ある 133  32.4% 

ない 259  63.2% 

無回答 18  4.4% 

合計 410  100.0% 

 

問 14-1 それはどのような人権問題に関するものでしたか。もっとも印象に残っているもの１つに○をつけ

てください。 

 

表 69．(N=133)   

項目 件数 構成比(％) 

女性 15  11.3% 

子ども 18  13.5% 

高齢者 4  3.0% 

障がいのある人 10  7.5% 

同和問題 2  1.5% 

外国人 2  1.5% 

ヘイトスピーチ 1  0.8% 

ハンセン病回復者 1  0.8% 

刑を終えて出所した人 0  0.0% 

犯罪被害者等 0  0.0% 

インターネット 12  9.0% 

性的マイノリティ 4  3.0% 

自殺 3  2.3% 

パワーハラスメント 19  14.3% 

引きこもり 6  4.5% 

職業(職種)差別 2  1.5% 

結婚に関わる差別 3  2.3% 

その他 5  3.8% 

無回答 26  19.5% 

合計 133  100.0% 
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問 14-2 それはどのような内容でしたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

表 70．(N=133)   

項目 件数 構成比(％) 

あらぬ噂、悪口、かげ口 24  18.0% 

名誉棄損、侮辱、暴言 18  13.5% 

暴力、脅迫、強要 4  3.0% 

不平等、不利益な扱い 17  12.8% 

いじめ 11  8.3% 

虐待 6  4.5% 

嫌がらせ 7  5.3% 

仲間はずれ 4  3.0% 

無視 5  3.8% 

無関心 2  1.5% 

プライバシーの侵害 0  0.0% 

その他 2  1.5% 

無回答 33  24.8% 

合計 133  100.0% 

 

問 14-3 それはどこで見聞きしましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

表 71．(N=133)   

項目 件数 構成比(％) 

学校 10  7.5% 

職場 39  29.3% 

地域社会 28  21.1% 

インターネット 16  12.0% 

家 8  6.0% 

その他 10  7.5% 

無回答 22  16.5% 

合計 133  100.0% 

 

問 14－4 あなたが見聞きした｢人権を尊重する立場から見て問題と思われる言動｣はあなた自身に対する

ものでしたか。どちらかの番号に○をつけてください。 

 

表 72．(N=133)   

項目 件数 構成比(％) 

はい 16  12.0% 

いいえ 113  85.0% 

無回答 4  3.0% 

合計 133  100.0% 
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問 15 あなた自身に対する｢人権を尊重する立場から見て問題と思われる言動｣に対してどのように対応し

ましたか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

 

表 73．(N=16､MA)   

項目 件数 割合(％) 

抗議、反論した 4  25.0% 

相談した 6  37.5% 

訴えた 2  12.5% 

我慢した 7  43.8% 

その他 2  12.5% 

無回答 2  12.5% 

 

問 15-1 その問題(事案)は最終的に解決しましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

表 74．(N=16)   

項目 件数 構成比(％) 

解決した 0  0.0% 

解決しなかった 11  68.8% 

その他 4  25.0% 

無回答 1  6.3% 

合計 16  100.0% 

 

問 16 あなたが見聞きした、あなた以外の方への｢人権を尊重する立場から見て問題と思われる言動｣に対

してどのように対応しましたか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

 

表 75．(N=113､MA)   

項目 件数 割合(％) 

いけないことと指摘した 18  15.9% 

いけないことと分かってもらおうとした 17  15.0% 

相談した 10  8.8% 

同調した 7  6.2% 

話をそらした 6  5.3% 

何もしなかった 47  41.6% 

無回答 12  10.6% 

 

問 16-1 そのような問題(事案)についてどうしたらよいかと思いますか。あてはまる番号１つに○をつけて

ください。 

 

表 76．(N=113)   

項目 件数 構成比(％) 

行政が啓発に努める 19  16.8% 

相談窓口を拡充する 30  26.5% 

当事者自らが解決策を講じる 14  12.4% 

学校教育･社会教育を充実する 29  25.7% 

特に何もしなくてよい 3  2.7% 

その他 7  6.2% 

無回答 11  9.7% 

合計 113  100.0% 
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《問１７ 自由記述》 

 

【項目別内容】 

●同和問題  ２件 

➢ 同和問題は時代変ってもなくならない様です。友人におりましたがつらいです。良い人なのに。 

➢ 太子町は部落といわれていた地域もないようですし、学校教育も町も人権に対する意識がうすいのかと感

じます。子ども達にもそのようなことがあることを授業などでどんどん深めていけたら学んで知っていける

のではないかと思います。 

 

●女性  ２件 

➢ 特に女性は自己主張が強く協調性にかけると思う。何かに付けて反発しあう所がある。男性には考えられ

ない事が多い。これは偏見かな。 

➢ 男性の仕事、女性の仕事という性的役割分担の考え方が太子町では、いいえ日本社会では根強く残って

います。せっかく学校教育で培われた芽をつぶしているのが家庭であり、地域であると思います。 

 

●障がい者  ２件 

➢ ①福祉センター２Ｆ舞台への車イス利用者へのバリアフリー 

②いきいきサロンでの知的障がい者への無視･中傷等は人権への大きな問題です 

③まず福祉センターへの車イスによる来場とその対策第一にするべきと思います 

➢ 障害者の差別は今も昔も変わらないと思います。会社に出ると障がいという事で仕事も中々決まら

ず､あっても人間関係で悩みます。パワハラはつきものでつらい思いをずっとしています。それを見

ている家族も辛いです。仕事がしたくても出来ない現状､理解ある雇用があればと常々思います。 

 

●高齢者  ３件 

➢ 親の介護でつかれています。子どもは自立して、そばにはいません。さびしいです。 

➢ 昔は８割が自宅で死亡、現在は７割が医療機関で亡くなっている。現状は医療機関や老人ホームでな

く自宅で亡くなりたいと希望している人が多くなっている。すると在宅医療が求められてその為の

かかりつけ医を始めとするネットワークの充実が急務と思う。 

➢ 今は夫婦２人暮しで健康ですが車を返納した際に今後病院とか出掛ける時等すぐに来てくれるタク

シー等が必要です。 

 

●子ども  １件 

➢ 将来を任せる子どもたちにもっと予算を！ 

 

●外国人  ２件 

➢ 黒人と日本人女性と小さな女の子の三人が歩いておられる所は見た事はあります。こんな所にも住

んでおられるんだなあとなんだか"ほほえましく"思いました。 

➢ 外国人の方達が太子町はいいねと自然の多さで気に入って下さることが多いのですが､町の看板等
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も全て日本語オンリーなので外国人が暮らしやすいかどうか問われるとそうではないと思います。

ワクチン接種やその他の役所からの書類も全て日本語、外国の人には読めません。 

 

●性的指向  １件 

➢ ＬＧＢＴにいつの間にかＱが追加されていたのですね。知りませんでした！ 

 

●ハラスメント  ２件 

➢ バイトの店長からパワハラを受けて困っている 

➢ 職場での異性上司との日常会話で容姿のことに頻繁に触れてきて不快感がある。どう対処しようか

悩んでいる。嫌とはっきり言うと空気を壊してしまう気もするのでいつも軽く流すが、声に出して主

張するようなことかの線引きが難しく困っている。 

 

●ひきこもり  １件 

➢ 引きこもり家族に対する 

①働く場所の情報 

②何で引きこもりになったか 

③太子町で引きこもりの実態はどうなっているか 

 

●被害者救済  １件 

➢ 加害者と被害者とでは被害者の人権が軽く扱われているような気がする。どうしてか？ 

 

●インターネット  ４件 

➢ 現役時代に人権に関する担当管理職として関わりがあった。この時に同和問題をはじめ種々の人権

問題を勉強し対応した。今の時代ではＳＮＳ等の発信でこれは言いすぎと思えるものを多く見かけ

ることがある。発信者はあまり深く考えてなくても受信側はひどく傷つくと思う。道徳教育の必要性

を感じるのですが？ 

➢ ＳＮＳで１人の人間を多人数でいじめない事です。 

➢ インターネットを通じての暴言が後を絶たないように思います。インターネットの匿名性や集団心

理、表現の手軽さなどにより、自分の言動に責任を持てず暴言を吐くことに快感を覚えてついには赤

の他人を自殺にまで追い込む事態になってしまっています。今後、ますます情報化していく社会で一

人一人が倫理感を養い、非倫理的言動に目をそらさず社会全体として健全な生活が送れるように私

が先陣を切っていきたいです。 

➢ ＳＮＳ等の匿名性というのはメリットもある反面デメリットも多くあると思うため、情報の開示な

どをもっと簡単にできるようにすべきと思う。 

 

●情報・啓発・相談  ９件 

➢ テレビ等などで人権については聞いたりしていますが、太子町がどのような活動をしておられるの

かは知らないですし、まわりではそういうことを聞いたことがないのでこんな回答になってしまい

申し訳ありません。 
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➢ 町全体として情報の発信も少ない。生活に特に困るわけではありませんが、知る権利は有るはずで

す。 

➢ 仕事で町外へ出ていることがほとんどで町内での人権の活動がどんな風に行なわれているのかが広

報を通してしか分からないのが現状です。用があり町役場をたずねた時の役場の皆様の優しい分か

りやすい対応には感謝しております。 

➢ 助け合いの言葉が大事だと思います。 

➢ 人権問題の中には顕在化しない案件(無関心、見ないふり)が多いかと思います。家族･周囲の方々に

援助手段を周知すること(町報･講演会･～の夕べ etc.)が大切で、解決の道筋が立つのではないので

しょうか。 

➢ 未来の子どもたちはそんな哀しい不平等な心を持たぬよう学校、家庭での教育は必要だと考える。 

➢ 人権について理解出来ていない人々に、行政、学校、子ども会、老人会などでも啓発活動が必要だと

思います。 

➢ 相談窓口がもっともっとたくさんあるべきだと思います。 

➢ 私は人目を気にしすぎたり、ネガティブな考えしかできなくてつらいです。気軽に、相談、アドバイ

スしてくれるところがほしい。 

 

●学校教育８件 

➢ 太子町は平和で住みやすい町ですが、日常生活の中で様々な人権問題に触れる機会は少なく、たとえ

目にしたとしても声をあげづらい環境にあると思います。小学生、中学生の若い年齢のうちから学校

生活の中で、また町の行事(講演会など)で幅広い人権問題を考える場を作ってあげて欲しいと思い

ます。 

➢ 最近のニュース等で人権意識の低さを感じます。人それぞれ好き嫌いは仕方のない事ですが、相手の

立場に立って考えることが欠如しており、教育がなされる場等での理解を深める教えが必要かと思

いました。 

➢ 人権意識は心の問題でもあります。幼少期･小中学生の育ち盛りの時期にしっかりと学べば成人して

からの適切な対応力を身につけられると思います。学校教育の場で、実践的な(人的交流、施設訪問)

取組みに力を入れられてはどうでしょうか。ＳＮＳで育つと人権問題に無関心な子どもが増えてし

まう恐れがあります。人権協の講演に参加する手もありますが。 

➢ 学校教育の中でいじめを初め身近な課題から人種差別、平和の課題まで子どもたちにもしっかり伝

え、考える場を作っていって頂きたいと思います。 

➢ 中学時代､自傷行為を先生に見つかったことがあります。先生は話をきいてくれたのはよかったので

すが､｢ぜったいに親には言わないで！｣と頼んだのに親に報告されました。親からいろいろ言われ、

それがストレスになりとってもつらい時期がありました。１番伝えたいことは､ちゃんと学校の先生

にひみつをまもってほしいことです。私はそのおかげでたくさんつらい思いをしました。本当にこう

いう思いをする子が１人でも減ってほしいです。 

➢ 教育でもっと国際的な考え方を持って指導して頂きたい。子どもに対する何気ない呼び方､言葉で悲

しむことがあります。 

➢ 子ども(孫)のいじめ等学校又教育委員会等に相談に行っても何にも解決には至らなかった。いじめ

だけはなくなってほしい。ガマンしてその時期を過ぎて今はいじめのない私立高校に進んで祖母と
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して小学･中学校のいじめから解放されて喜んでいる現在です。その時を糧にして強い精神で生きて

欲しい。 

➢ 平和そうに思える太子町ですが､いじめで悩んでいる子どもたち､不登校の子たちもいてます(実際

の話をききます)。親､学校､教育委員会が上手に協力して応対出来るようなしくみ作りが大切です

(時代に応じた)。今後も色々な対策よろしくお願いします。 

 

●地域社会７件 

➢ 近所の人達が良い方ばかりで助けられています。 

➢ 太子町へ転居して約 15 年近くなりますが、太子町のイメージが｢閉塞｣からいまだに変化しません。

どことなく｢よそ者｣的なあつかいをされている気があります。 

➢ 地域の古参の高齢の男性が地区会議でいばる。若者だから女性だからと軽視される風潮にあり、私た

ちの声では変化しない。何かしら町の方で取り組んで頂き、何か変化が生まれれば幸いだと思ってい

ます。 

➢ 閉鎖的なところがあるしよそ者、特に関東圏から来た人に偏見と排除するような所が見られる。この

ような所がいじめなどにつながると考える。違いを認めることができない、"出る杭は打たれる"的な

ことがあればいつまでも発展することは出来ないと思う。 

➢ 古い考えがまだ残っている。そのため、男女の人権や子どもたちの人権がおびやかされているように

感じる時があります。高齢者に特に感じます。 

➢ 向かいが賃貸で出入り激しく色んな人が入って来て無責任な人が多く悩んでいます。安定した所に

なりたいです。 

➢ 町会や自治会でのボス的人物による支配は減って来ているとは思うが､まだ残っている部分がある。 

 

●生活環境１０件 

➢ 新設設置されたバス停、上ノ太子駅付近に小さくても良いのでスーパーを造ってほしい。 

➢ ①もっと大きなスーパーを建ててほしい。 

②夜が暗いので街灯を増やしてほしい。 

➢ ①上宮～太井川バス停間の道路が朝昼晩問わず車が多く、また飛ばしすぎている。スピード違反の取

締を！ 

②子どもに習い事させたいが種類が少なすぎ、教室数も少ない。 

③ラムー、カインズ以外にも大企業や大病院等の地元に根付く積極的な誘地を！ 

➢ 通学中、山田小学校の近くの一方通行の道で自転車がもうスピードで降りてきて、ぶつかりそうにな

ると、子どもが言っていた。 

➢ 交通機関をもっと充実にし、高齢、障がい、子どもが便利に生活できるようになっていくと嬉しい。

まだまだこの町では自家用車がないと不便な町であると感じています。これからの時代、ネット環境

も家庭ごとに充実した生活ができるといいと思う。(学習する子どもや外出しにくい高齢、障がいの

方に) 

➢ 公園でバスケットボールができるところがほしいです。地面がコンクリートみたいな感じでアメリ

カにあるような場です。 

➢ ①太子町 166号線の駅へ向かう道に高齢者や子ども達が通りやすいように歩道を設置してほしい。 
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②166 号線はカーブが多いのにスピードを出すトラックやダンプカーがあるので取り締りをしてほ

しい。 

③駅前から奈良方面へ向かう道路を作ってほしい。 

➢ 歩道がせまく、車のスピードが早いため歩きづらい 

➢ 町づくりと言っても生活にこまることが多い。ミニバスで 100 円～200 円位で古市の方面､近商、病

院､銀行､郵便局などにいつでも行けるようにしてほしい。そしたらタクシー代を食材の方にまわし

たい。もっと便利な町にして下さい。 

➢ 野焼きの煙がいつも窓から煙が入ってきて､洗たく物にも臭いがつき、体に害なのでやめてほしい。

昼だけでなく夜も入ってきて､まどを開けて寝られない。野焼きを全面的に禁止している地域もある

ので。 

 

●コロナウイルス５件 

➢ ①コロナの対応が遅すぎる。コロナ真最中に町長選挙するな。 

②他市町村より１人 10万円支給遅すぎ。水道料金、減額じゃなく無料にできないの？ 

➢ コロナに感染した人に対しての偏見、差別など。 

➢ 今般のコロナ騒動に対して、一部の地域では法的、科学的根拠の薄弱な自粛要請がなされている場合

が見うけられます(三密と関係の無い場所の規制など)。太子町ではそのような事の無いよう希望し

ます。 

➢ コロナの大変な時ですが太子町では０で少し安心しております。役場の方々も大変だと思いますが

これからもよろしくお願い申し上げます。 

➢ 新型コロナウイルスの問題で医療現場で命がけで働いて下さってる人の家族の登校や登園が断られ

たり、やむを得ず営業している店へのひどい落書き等、本当に闘うべき相手と闘わず、身近に生活す

る人を攻撃するというのは、まさに差別につながるものだと思います。 

 

●その他２０件 

➢ 高齢者や障がいのある方でも他人に感謝したり思いやる心の無い方がおられるので人権というよう

なひとくくりには難しいですが…助け合える世の中であれば良いと思います。 

➢ 性別や年齢によるモラルの違い。 

➢ 困っていることは多い 

➢ 今困っていることはないけど、身近に課題がない為、又話しも聞いた事ない為、問に答えない部分が

多かった。 

➢ 親と子どもの関係にも人権が有り、守らないといけない距離が有り、お互いに敬う気持ちを持たない

といけないと感じます。 

➢ 現在 70才以上ぐらいの人は人権教育を学校現場で受けてこなかったのか、家庭内でも差別意識がは

びこっていたのか根本的に差別することが多いように思う。自分が差別していることさえ気づけて

いない、理解しようとする気持ちを持ち合わせていない、所せん何事も他人事のような感覚である。

自分自身の心にも対峙すべきで、他者を認めることが大事だと思う。自分を変えられるのは自分だけ

である。 

➢ ５／３０(土)に大阪人権博物館に行きました。閉館するので行くと多くの人が来ておられました。こ
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のような博物館を続けられるしくみが必要と思います。 

➢ 此の町は比較的平穏な町と思う故人権問題等はあまり表に出ないのではないでしょうか。町民にな

って未だ日の浅い(約８年)のであまり目にした事がありません。本当に平和な町ですね。 

➢ 日常生活で困っていることは今はありません。 

➢ 人権を尊重することは大事だが、人権を主張し、その立場を利用し、自らなにもしない人間も少なか

らずいるのも事実であり、それを容認することは筋がちがうと感じることがある。 

➢ よくわかりません。 

➢ 引っ越して来たばかりなのでまだよく分かりません。ただ過ごしやすく良い町だと思います。新しい

町長と共に良い町づくりに励んで下さればと思います。 

➢ 私のふる里にも同和問題やハンセン病に対する偏見がありました。私の結婚話が持ち出た時、私にも

悲しい思いがしました。その思いをふり切って大阪に出て来て、６度目の転居を太子町にきめまし

た。生活も落着いてスポーツクラブや趣味のクラブで楽しく過しておりましたので人権問題や町政

等むずかしい事には敢えて流れにまかせていたかも知れません。広報に書かれている様に子どもや

老人が楽しくくらせる明るい町であってほしいです。 

➢ まだアベノマスク届きませんがどうなっていますか？ 人を尊重する、お互いが少しづつ譲歩する

など思いやりと想像力があれば問題はなくなるのではと思うのですが 

➢ 人を妬むこと。 

➢ 人権のことはよく分りません。今､私が願いますのがこの世に生を受けて生れて来たのだから皆さま

幸せであってほしいと思います。その為の小さな努力をしてまいりました。これからも続けて生きて

ゆきます。 

➢ 太子でうまれてそだちました。すべて大まんぞくです。 

➢ すべての事を町内で協力してやりましょうと言葉でいい事､裏を返せば弱い者がばかにされている。

太子町に関係している者に対して知っていれば自分の思う事が実現してもらえる。弱者は弱い。 

➢ 平穏無事に生活している。 

➢ 保健所に検診行った時の事でした。皆さんの前で知らない方が私の悪口をいいました。それはまさし

く人権にかかわる事でした。それからもいやがらせは続いてます。私は何も悪い事はしておりませ

ん。その方の私へのいかりが分かりません。 
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【項目別一覧】 

 

人権課題 回答件数 回答比率 

同和問題 2 2.50％ 

女性 2 2.50％ 

障がい者 2 2.50％ 

高齢者 3 3.75％ 

子ども 1 1.25％ 

外国人 2 2.50％ 

性的指向 1 1.25％ 

ハラスメント 2 2.50％ 

ひきこもり 1 1.25％ 

被害者救済 1 1.25％ 

インターネット 4 5.00％ 

情報・啓発・相談 9 11.25％ 

学校教育 8 10.00％ 

地域社会 7 8.75％ 

生活環境 10 12.50％ 

コロナウイルス 5 6.25％ 

その他 20 25.00％ 

合計 80 100.00％ 
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太子町人権尊重のまちづくり審議会の経過 

 

回数 開催年月 議題 

 

 

 

第１回 

 

 

 

令和元年 

10月 24日（木） 

○会長・副会長の選出について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（案）諮問 

○審議会会議傍聴要領（案）について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン策定方針について 

○今後のスケジュールについて 

○住民意識調査について 

 

第２回 

 

令和２年 

２月 25日（火） 

○人権行政推進プランの取組状況について 

○人権に関する住民意識調査(案)について 

 

第３回 

 

令和２年 

７月 30日（木） 

○人権に関する住民意識調査の結果について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（骨子案）について 

 

 

第４回 

 

 

令和２年 

10月６日（火） 

○団体ヒアリングを通して見えてきた課題について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）について 

・太子町の人権行政の考え方 

・基本理念と基本方針 

 

 

第５回 

 

 

令和２年 

12月１日（火） 

○団体ヒアリング（小中学校）を通して見えてきた課題について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）について 

・人権行政推進プラン 

 

 

第６回 

 

 

令和３年 

２月 26日（金） 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）に対する 

住民等意見について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（案）の答申について 
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太子町人権施策推進本部の経過 

 

回数 開催年月 議題 

 

第１回 

 

令和元年 

10月８日（火） 
○第２次人権行政基本方針及び推進プラン策定方針について 

 

第２回 

 

令和２年 

２月７日（金） 

○人権行政推進プランの取組状況について 

○人権に関する住民意識調査（案）について 

 

第３回 

 

令和２年 

７月 22日（水） 

○人権に関する住民意識調査の結果について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（骨子案）について 

 

 

第４回 

 

 

令和２年 

10月５日（月） 

○団体ヒアリングを通して見えてきた課題について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）について 

・太子町の人権行政の考え方 

・基本理念と基本方針 

 

 

第５回 

 

 

令和２年 

11月 25日（水） 

○団体ヒアリング（小中学校）を通して見えてきた課題について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）について 

・人権行政推進プラン 

 

 

第６回 

 

 

令和３年 

２月 18日（木） 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）に対する 

住民等意見について 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（案）について 
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太子町人権施策推進本部幹事会の経過 

 

回数 開催年月 議題 

 

第１回 

 

令和元年 

12月３日（火） 
○人権行政推進プランの取組状況について 

 

第２回 

 

令和２年 

５月 20日（水） 
○人権に関する住民意識調査について 

 

第３回 

 

令和２年 

６月５日（金） 
○人権行政推進プランの取組実績等について 

 

第４回 

 

令和２年 

９月 23日（水） 
○学校教育計画等の位置づけについて【教育委員会】 

 

第５回 

 

令和２年 

11月 20日（火） 
○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）について 

 

第６回 

 

令和２年 

11月 30日（月） 

○団体ヒアリング（小中学校）を通して見えてきた課題 

について【教育委員会】 

 

第７回 

 

令和２年 

12月７日（月） 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）に対する 

パブリックコメント（住民等意見）の募集について 

 

第８回 

 

令和３年 

１月 25日（月） 
○人権教育・啓発の推進について【教育委員会】 

 

第９回 

 

令和３年 

２月４日（木） 

○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（素案）に対する 

パブリックコメント（住民等意見）の結果について 

 

第 10回 

 

令和３年 

２月９日（火） 
○第２次人権行政基本方針及び推進プラン（案）について 

 

  



巻末資料③ 審議経過・条例・規則・など 

巻末資料 42 

 

太 住 人 第 57 号 

令和元年 10月 24日 

 

 

太子町人権尊重のまちづくり審議会 

 会長 土屋 尚子  様 

 

 

 

太子町長 浅野 克己  

 

 

 

第２次太子町人権行政基本方針及び推進プラン（案）の策定について（諮問） 

 

 

 

 本町では、平成 16 年に策定しました「人権行政基本方針」に基づき、部落差別をはじめとする

人権問題の解決に取り組んできましたが、策定後 10 年以上を経過し、社会情勢と合致した人権

施策の見直しが必要となっています。 

また、平成 17年に策定しました「人権行政推進プラン」についても、より具体的で実効性のある

内容に見直し、また、計画の進行管理の仕組みを整え、基本方針と一体化させた人権問題への取

り組みを推進していく必要があります。 

つきましては、太子町人権尊重のまちづくり審議会規則第２条の規定により、第２次太子町人権

行政基本方針及び推進プラン（案）の策定について、貴審議会でご審議をいただきたく、諮問いた

します。 
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令和３年２月 26日 

 

 

 

太子町長 田中 祐二 様 

 

 

太子町人権尊重のまちづくり審議会  

会長 土屋 尚子  

 

 

 

第２次太子町人権行政基本方針及び推進プラン（案）について（答申） 

 

 

 

 令和元年 10 月 24 日付け、太住人第 57 号で諮問のありました「第２次太子町人権行政基本

方針及び推進プラン（案）」について、太子町人権尊重のまちづくり審議会規則第２条の規定に基

づき、慎重に審議を行った結果、別添のとおり答申します。 

なお、推進プランの実施にあたっては、審議会での意見や審議経過を十分に反映し、住民と協

働のもと、「和」のまちづくりを基本理念とし、「すべての住民がお互いの人権を尊重し合い、多様

な人々が共生する和のまち“たいし”」の実現に向け、計画の実効性を高めることを目的として各

施策や取組に設定した評価指標と成果指標について毎年度進捗管理を行い、着実に進められる

ようお願いします。 
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太子町人権尊重のまちづくり審議会委員名簿 

 

（委嘱の期間：令和元年 10 月 24 日～令和 3 年 10 月 23 日） 

規則第３条第２項第１号（町議会議員） 
 

田中 祐二 

太子町議会議員 

令和 2 年 1 月 20 日まで 

森田 忠彦 
令和 2 年 1 月 21 日から 

令和 2 年 4 月 14 日まで 

斧田 秀明 令和 2 年 4 月 15 日から 

規則第３条第２項第２号（学識経験者） 

会長 土屋  尚子 大阪芸術大学 准教授 

規則第３条第２項第３号（人権・福祉・教育関係者） 

副会長 井上  芳子 人権擁護委員 

  関戸  充代 太子町人権協会 

  伊庭  純夫 
太子町民生委員児童委員協議会 

令和元年 11月 30 日まで 

 藤田 博誠 令和元年 12月 1 日から 

  奥田  敏彦 太子町保護司及び更生保護女性会 

  上籔  久美子 太子町教育委員会 

  松本  貴美子 元中学校教諭 

  宮前  綾子 一般財団法人 大阪府人権協会 

  谷口  由佳子 NPO法人 sunny side standard 

（敬称略、順不同） 
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平成 13年太子町条例第 16号 

 

太子町人権尊重のまちづくり条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重のまちづくりを進めるにあたって、町と町民の役割を明らかにすると

ともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会

の実現をめざすことを目的とする。 

（町の責務） 

第２条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町民の自主性を尊重

し人権意識の普及および高揚に努めるものとする。 

（町民の役割） 

第３条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識普及および高揚をめざす人権に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

（体制の充実） 

第４条 町は、人権を尊重した明るく住み良い社会を築く施策を推進するため、国、大阪府をはじ

め関係機関等との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。 

（審議会） 

第５条 この条例の目的を達成するため、太子町人権尊重のまちづくり審議会（以下「審議会」）と

いう。）を置くことができる。 

２ 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、町長が別に定める。 

（委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 14年１月１日から施行する。 
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平成 15年太子町規則第３号 

 

太子町人権尊重のまちづくり審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、太子町人権尊重のまちづくり条例（平成 13 年条例第 16 号）第５条第２項の

規定に基づき、太子町人権尊重のまちづくり審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （任務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の人権尊重のまちづくりに関する事項を審議し、答申

するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

 (１) 町議会議員 

 (２) 学識経験者 

 (３) 人権・福祉・教育関係者 

 (４) その他、町長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれらを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、住民人権課において行う。 
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（補則） 

第８条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定

める。 

附 則 

１ この規則は、平成 15年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第４条第１項の規

定にかかわらず、町長が召集する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 22年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 24年５月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 28年７月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
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平成 21年太子町要綱第９号 

 

太子町人権施策推進本部設置要綱 

 

（目的） 

第１条 本町における人権に関する施策の総合的な推進を図るため、太子町人権施策推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 人権尊重に関する施策の意見交換、連絡調整に関すること。 

(２) 人権問題の庁内啓発、研修に関すること。 

(３) その他目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、町長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部長は、必要であると認める

ときは、本部員を追加することができる。 

（職務） 

第４条 推進本部は、本部長が招集し、これを主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部

長がその職務を代理する。 

（幹事会） 

第５条 推進本部の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。 

２ 幹事は別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 幹事は本部員を補佐する。 

４ 幹事会は、総務部住民人権課長が招集し、これを主宰する。 

（事務局） 

第６条 推進本部の事務局は、総務部住民人権課において行う。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。 

附  則 

（施行期日） 
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この要綱は、平成 21年 3月 17日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 22年 10月 1日から施行し、平成 22年４月１日から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成 24年５月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 28年７月１日から施行する。 

 

別表１ 

本部 

区分 役職 

本 部 長 町長 

副本部長 副町長 

副本部長 教育長 

本 部 員 部長の職にあるもの 

教育次長 

 

別表２ 

幹事会 

幹  事 役職 

課長の職にあるもの 
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太子町
たいしちょう

役場
や く ば

（代表
だいひょう

） ☏ 0721-98-0300 

● 人権
じんけん

啓発
けいはつ

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

に関
かん

すること ························· 住民
じゅうみん

人権課
じ ん け ん か

 ☏ 98-5515 

● 人権
じんけん

相談
そうだん

、配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

に関
かん

すること··························· 住民
じゅうみん

人権課
じ ん け ん か

 ☏ 98-5515 

● 雇用
こ よ う

に関
かん

すること ············································ 観光
かんこう

産業課
さんぎょうか

 ☏ 98-5521 

● 家事
か じ

、育児
い く じ

、ひとり親
おや

家庭
か て い

の支援
し え ん

に関
かん

すること ················ 子育
こ そ だ

て支援課
し え ん か

 ☏ 98-5596 

● 介護
か い ご

、高齢者
こうれいしゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

の支援
し え ん

に関
かん

すること ···················· 福祉
ふ く し

介護課
か い ご か

 ☏ 98-5519 

● 障
しょう

がいのある人への支援
し え ん

に関
かん

すること ························· 福祉
ふ く し

介護課
か い ご か

 ☏ 98-5519 

● 妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

・育児
い く じ

に関
かん

すること ··························· いきいき健康
けんこう

課
か

 ☏ 98-5520 

● 健康
けんこう

づくりに関
かん

すること ·································· いきいき健康
けんこう

課
か

 ☏ 98-5520 

● 学校
がっこう

教育
きょういく

に関
かん

すること ······································ 教育
きょういく

総務課
そ う む か

 ☏ 98-5533 

● 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の支援
し え ん

に関
かん

すること ································ 生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 ☏ 98-5534 

 

 

● みんなの人権
じんけん

１１０番
ばん

 

  電話番号
で んわ ばんご う

：０５７０-００３-１１０
ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

（最寄
も よ

りの法務局
ほうむきょく

につながります） 

相談
そうだん

日時
に ち じ

：平日
へいじつ

 ８時
じ

３０分
ぷん

から１７時
じ

１５分
ふん

 

 

● 子
こ

どもの人権
じんけん

１１０番
ばん

  

  電話番号
で んわ ばんご う

：０１２０-００７-１１０
ぜろぜろななのひゃくとおばん

（全国
ぜんこく

共通
きょうつう

・通話料
つうわりょう

無料
むりょう

） 

相談
そうだん

日時
に ち じ

：平日
へいじつ

 ８時
じ

３０分
ぷん

から１７時
じ

１５分
ふん

 

 

● 女性
じょせい

の人権
じんけん

ホットライン 

  電話番号
で んわ ばんご う

：０５７０-０７０-８１０
ゼロナナゼロのハートライン

（全国
ぜんこく

共通
きょうつう

） 

相談
そうだん

日時
に ち じ

：平日
へいじつ

 ８時
じ

３０分
ぷん

から１７時
じ

１５分
ふん

  

 

● 外国語
がいこくご

人権
じんけん

相談
そうだん

ダイヤル 

  電話番号
で んわ ばんご う

：０５７０-０９０-９１１（全国
ぜんこく

共通
きょうつう

） 

相談
そうだん

日時
に ち じ

：平日
へいじつ

 ９時
じ

から１７時
じ

 

対応
たいおう

言語
げ ん ご

：英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国語
かんこくご

、フィリピノ語
ご

、ポルトガル語
ご

、ベトナム語
ご

、 

ネパール語
ご

、スペイン語
ご

、インドネシア語
ご

、タイ語
ご

 

  

各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

のご案内 

＼ どこに相談
そうだん

すればいいのか、わからない時
とき

は… ／ 

人権
じんけん

に関
かん

する各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

太子町役
たいしちょうやく

場内
ばない

の相談
そうだん

窓口
まどぐち
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